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0議長(高橋通夫君)

本日の会議を開きます。

午前 11時 4分開会

これより昭和 59年第 2回日野市議会臨時会を開会 し‘直ちに

ただいまの出席議員 30名であります。

次に日程第上会議録署名議員の指名の件については. 会議規則第 81条の規定により議長

において指名いたします。

6番古谷太郎君

7番馬場繁夫君

を指名いたします。

次に日程第 2‘会期の決定の件を議題といた します。

議会運営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長登壇〕

0議会運営委員長(中 山基昭君 ) おはようございます。

本日の第 2回の臨時会の運営につきま して、先ほど 9時 30分より議会運営委員会を開催し

てまいりました。

その結論といたしまして.会期につきましては本日 1日といたします。

さらに.議案 40号の工事契約案件につきま しては‘関係の委員会において付託をい 審議

を進める こと にいたしました。

以上‘よろしく御審議と御確認を願いまして報告を終わります。

0議長(高橋通夫君) ただいまの議会運営委員長の報告のとおり会期を決定するに御

異議ありませんか。

( r異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって会期は本日 1日と決定いた

しました。

これより議案第 38号.昭和 58年度目野市一般会計補正予算第8号の専決処介の報告承認

の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕
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0市長(森田喜美男君) 御送付いたしました議案をもって臨時会をお願いいたします。

よろしく御審議のほどお願いいたします。

議案第 38号、昭和 58年度目野市一般会計補正予算第 8号の専決処介の報告承認について

の提案理由を申し上げます。

本議案は.昭和 58年度日野市一般会計補正予算第 8号で‘地方自治法第 17 9条第 1項の

規定に基づき‘昭和 59年 3月31日付で専決処分したものであります。

補正額は.歳入歳出それぞれ 8，18 9万円を追加し‘歳入歳出予算の総額を 26 2億 6，409

万 4，000円とするものであります。詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので.

よろしく御承認のほどお願いいたします。

0議長 (高橋通夫君 ) 企画財政部長。

。企画財政部長 (前田雅夫君) 御説明申し上げます。昭和 58年度日野市一般会計

補正予算第 8号でございます。専決処介の報告でございます。

まず‘今回の補正の理由でございますけれども.例年議会のお許しをいただきまして.予算

の最終の調整をさせていただいているというものでございます。

内容といたしましては.国都支出金並びに起債等の決定額に整合させるものでございます。

2番目といたしましては‘行政協力費でございますけれども.これは目的に沿った積み立て

をしておりますので‘予算決算の内容を明確にするために補正をさせていただいたというもの

でございます。

それでは、内容につきま して御説明を申し上げます。順序といたしましては、予算書の条文

に従いまして御説明を申し上げます。

まず、 8、 9ページでございます。歳入の地方譲与税、地方道路譲与税でございます。これ

は、先ほど申し上げましたように決定額に合わせまして補正をいたしました。

次が、 1 O. 1 1ページでございますけれども、自動車重量譲与税でございますけれども、

これも地方道路譲与税に同じく、決定額に整合させたというものでございます。

次が‘ 1 4、 15ページでございます。地方交付税でございます。

内容といたしましては‘特別交付税でございます。金額は 2，80 2万 5，000円でございま

す。これは‘当初予算につきましては科目存置で予算計上いたしましたけれども.いわゆる年

度末になりまして決定をいたしましたので.補正をするものでございます。

次が、 1 6. 1 7ページでございます。これも.いままで御説明申し上げましたように、決
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定額に整合させたものでございます。

次が、 1 8、 1 9ページでございます。国庫支出金全般でございますけれども、これも国の

決定額に合わせた補正でございます。

次が‘少し飛Fまして 26、 27ページでございます。都の支出金‘都の補助金でございますが.

その中で特に 1自の総務費補助金の市町村調整交付金、それから振興交付金でございますけれ

ども、調整交付金につきましては. 4 2 9万 8，000円を補正をし、振興交付金につきまして

は、これも科目存置でございましたけれども、説明欄にございますとおり 9，13 0万円決定を

されましたので.今回補正をしたというものでございます。

次が. 3 4、 35ページでございます。寄付金の、一般寄付金でございます。公共公益腕設費

1，50 6万5，00 0円でございます。これは支出の方で、 3 9ページで御説明をまたいたします。

次が‘ 36. 3 7ページの市債でございますけれども‘これもいままで申し上げましたよう

に.起債の決定額に整合させた補正ということでございます。

次が、歳出でございますけれども. 38. 3 9ページございます。この中で財産管理費の積

立金でございます。公共施設建設基金.それから環境緑化基金.これにつきましては.先ほど歳

入の中で御説明申し上げましたように‘行政協力費を.いただきました算出の内容に分けまし

て積み立てをするというものでございます。この二つの合計が歳入の 1，506万 5，00 0円に

合致するものでございます。

財政調整基金でございますけれども‘ 2億 1，80 0万円でございますが.これは地財法等の

関係もございますので‘ここで積み立てを行うというものでございます。

次が.民生費の関係でございますけれども、これは国都支出金のいわゆる歳入に見合う補正

をここでしたものでございます。

次が.最後の 48‘ 4 9ページの予備費でございます。これは 8，06 2万円を減額をいたし

たわけでございます。これは全体の予算の中での調整を図ったというふうに御理解をいただき

たいと思います。

次が.予算の第 2条でございますけれども‘地方債の関係でございます。 4ページをお開き

いただきたいと思います。地方債の補正でございますが.これもいままで歳入歳出で御説明申

し上げましたように.各事業の起債の額の決定がなされましたので.その数字に整合させたと

いうものでございます。
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以上でございます。

0議長(高橋通夫君)

04番(小山良悟君)

これより質疑に入ります。小山良悟君。

まず歳入の点で‘地方譲与税と自動車取得交付金.いずれも道

路財源ということでありますけれども、この歳入に伴う対応する歳出、土木の補正がなされて

いないんですけれども、対応できていないんですが.その辺のところをお伺いしたいと思いま

す。

それから、地方交付税です。特別交付税が科目存置であったわけですけれども.これが

2，8 0 0万交付されたと。この交付された内訳といいますか‘算定根拠を御説明い式ゴごきたい

と思います。

それから、都支出金の方で、市町村振興交付金‘これも当初は科目存置になっておったわけ

ですけれども、これも交付されておるわけですが.同じようにこの算定根拠.この辺も御説明

をいただきたいと思います。

さらに‘市民会館の補正ですけれども、これは起債カットをされたわけでありますが.本年

度 59年度は. 1 0億円以上の起債を予定しているわけですけれども‘またこういうふうな.

この問題が大変大きな問題を含んでいると思うんですけれども. 5 9年度の起債の予定につい

ては.どのような対応をされ、解決していくか.その辺のところを明確な回答をお願いしたい

と思います。

以上であります。

O議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) お答えをいたします。まず第 1点の道路財源の問題

でございますけれども.いま小山議員さんがおっしゃいましたこの税目につきましては、交付

金の交付の仕方として、 9月、 1 2月‘ 3月というような 3分割をして‘その 3分割もなお年

度後半に交付されるわけでございます。そういった中で最終の補正をして事業をやるというこ

とは.非常に技術的には困難でございます。

したがって‘こういう補正になるわけでございますけれども.これはもう御承知のように目

的財源でございますので、やはり翌年度できちんとこういうものは目的財源として使うような

配慮をしておるわけでございます。

それから、交付税の問題でございますけれども、これは 3番目の振興交付金にも相当するわけでござ
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いますけれども、これは特殊事情に、特殊のいわゆる市町村の行政事情に対して交付をする、 という

性質のものなんです。要するに調整交付金とか、あるいは普通交付税とちょっと性質が違うと

いうものでございます。

したがって、両方とも、各市も大体そうだと思いますけれども、当初から予算に計上、いわ

ゆる予定をしかいで、補正で処理をすると。要するに非常に不確定な財源だということで、こ

ういう処理をしているというものでございます。

それと、 算定の根拠でございますけれども、まず特別交付税でございますけれども、とれは

やはりいろんな国が定めました費目がありまして、その費自に該当するものを市が出すわけで

。ございます。細かなものを申し上げますと、緑化対策事業、駅前放置自転車対策事業、防音関

連維持費.それから中学校の仮設教室の建設事業‘文化財発掘調査、心身障害者通所訓練施設

等‘それから休日準夜の夜間の診療事業‘総合病院の健全化事業、そういったものにつきまし

て.日野市の場合は要求をしてございます。

その他.金額のわからない部分も実際にはございますけれども‘それを含めまして‘ここに

ございますような金額が決定をされた‘というものでございます。

それから.さらに都の振興交付金でございますけれども.振興交付金としては.市の方から

要望いたしましたものを個別にちょっと申し上げますと.耐震用の貯水槽の設置.防災無線の

設置. し尿3次処理腕設の新設、百草台小学校の校庭整備.程久保小学校のテニスコー トの建

設、七生中学校の特殊学級の新設.平山小プール更衣室等の整備.平山小その他 1校でござい

ますけれども.非常階段の設置.浄化槽汚泥処理施設。このほかに三沢中の防音壁の設置であると

か.一中の既存建物の撤去でありますとか‘改築でありますとか.こういったものを申請をし

たわけでございます。

その中で、最後に申し上げました三沢中の防音壁.それからー中の既存建物の改修、こうい

ったものがちょっとカットされまして、この補正の金額の交付があったということでございま

す。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 市民会館の起債補正に伴いまして. 5 8年度会計で 5，000

万円の制限を.指導という形で受けた‘という事実がございます。そのことに伴って、 5 9年

度は.そういう指導に正確に沿うように、すでに予定をいたしております給与の是正計画に沿

って.実質的にはラスパイレス指数を 115以下に抑えるという実績を上げることによって.
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起債の特別な制限という指導を受けないようにしたい.しなければならない‘このように考え

ております。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) いまの小山議員の質問に関連して聞きたいと思いますが.地

方譲与税、それから自動車取得税交付金、いま企画財政部長がおっしゃいましたように、年度

末の交付ということで、新たに事業をそれに対応して興すということは大変難しいわけですが.

7，000万以上のお金がここで入ってきているわけです。ですから‘ 59年度の事業としては、

ではこれに対応するものはどういうものがあるかということを.やはりこれに見合う同時に補

正というものが 59年度予算で行われてもいいのではないかと思いますが‘そうした手法とい

うのはとれないかどうか、その点をひとつお伺いします。

それから、 いまの市民会館の件ですが‘今‘市長もおっ しゃったように、 2億以上の起債を

今回予定していたものが‘ 58年度 5，000万カットされて 1億 5，650万ということで削減

されたわけです。これは前議会の企画財政部長のお話では、未執行のものを充ててこれを補う

んだというお話でしたが‘このカットされた分については.いかなる財源をもって宇和、をされ

たのか.その点をひとつ教えていただきたいと思います。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君〉 お答えします。

まず. 1点目の地方譲与税とか.あるいは交付金.いわゆる目的税の使途でございますけれ

ども.これはちょっと理屈っぽい説明になりますけれども.要するにこの目的税が単年度でそ

の目的の金額以上に使われていればいいという.理屈ではそういうことでございます。

ですから、 58年度に.たとえば地方道路譲与税、その他道路関係の目的税がございますけ

れども.この目的税の合計が.いわゆる目的事業がその税金以上になっていればいいという.

これは理屈の問題でございますけれど.そういうわけでございます。

したがって.今回、 3月のこの専決処分で出たものを‘即目的の道路事業に充てるというこ

とでもないんです。ですからこれは.あくまでもこの追加分につきましては、 59年度のこれ

は繰り越しに当然なるわけでございますので、全体の中で考える‘ということになるわけでご

ざいます。これは理屈だけの話でございます。

それから、 2番目の市民会館の 5，000万のカット分の財源をどうしたか.ということでご

ざいますけれども.これは一般財源で充てた.ということになるわけでございます。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 最初の道路関係の歳入のことなんですが.事業費の方が上回

っていれば.歳入として入ってきた地方譲与税.自動車の取得税交付金が.事業費を下回って

いる場合においては.特段そういう補正等の対応を直接とらなくてもいいということなんです

か。

私.普通に考えまして、 59年度の補正で、 ではこれだけ余介に道路財源が入ってきました

から新たにこういう事業を興して、事業で対応します.というものが出されてきてもいいので

はないかなというふうに‘素人判断かもわかりませんが‘考えるんですが、もう一度詳しく御

説明をいただきたいと思います。

それから.いまの市民会館のことなんですが.予備費で穴埋めをしたということで理解して

よろしいでしょうか。

0議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

0企画財政部長 (前田雅夫君) 1点目の問題でございますけれども.数字的な説明

で説明すれば一番わかりやすい と思いますけれども‘いま.ちょっとそういう資料を持ってお

りませんけれども.いわゆる道路の目的税でございますので、その目的税に見合う道路事業を

やっていればいいということです。

ですから. 5 9年度に当然のことなが らそれ以上の事業をやっておりますので‘これが仮に

補正されたからといってマイナスになるというふうには思っていない.考えていないというこ

とでございます。ですから、数字で、この目的税が幾らありまして.支出の方が幾らある、と

いうことを説明すればいいんですけれども.ちょっとその辺、資料がございませんので.そう

いう概活的な御理解で御了解いただきたいというふうに考えます。

それから. 2番目の市民会館の起債のカット分の財源でございますけれども.これは一般財

源というふうに御理解いただきたいと思います。予算の計上の仕方として.財源内訳はありま

すけれども.仮に.いわゆる起債でも歳入欠陥 5，000万があったわけでございますけれども‘

その歳入欠陥の 5，000万というのは.それだけマイナスになりますから一般財源で.いわゆ

るその財源の内容でございますけれども‘一般財源で処理をした.ということになるわけです。
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では、これが具体的に庁内で書類としてどうかということですけれども‘そういうことは全

然ないわけでございます。予算の組み方.それから執行の仕方からいきまして‘そういうこと

になるわけでございます。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) 予備費の支出が.取り崩しがあるんです。その中に.ではこ

のカットされた分に対する穴埋めは全く含まれていないということですか。

0議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) お答えします。 59年度の支出で.いわゆる工事請

負費がのっております。それで‘その財源内訳と して国都支出金.起債.それから.いわゆる

その他の財源.一般財源.こういうふ うになっているわけでございます。ですから‘ 支出.財

源の内訳が仮に変わりましでも.予備費に関係をすると いうものではないわけでござ

います。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) ではちょっと‘別の角度からお聞きするんですが. 5 8年度

市民会館の建設費の内訳を見ますと.一般財源は 314万 4，000円ということにな っている

んです。この額は、では今回ふえるということになりますか.一般財源が。私が前にいただい

た資料でそうなっているんですが.この数字は.では動きますか.どうなんでしょうか。

。議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君) いま議員さんが言いましたように.財源の内訳は当

然動くということでございます。

0議長(高橋通夫君)

01 8番 (古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

それでは.今回補正で出てきております予備費の内容につい

て.説明していただきたいんですが.市民会館関係は.全く.ではこの中には含まれてないと

いうことになると思うんですが.よろしいんですか.そういう考え方で。( r財源配分だよ.

そんなの当り前のととだ.だれでもわかる。 予備費はどこへ金を持ってい ったかと聞いている」

と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) 一般的には.地財法では剰余金という言い方をして

← 12 -

おります。繰越金と言った方がいし可かもしれませんけれども。

この繰越金については.地財法の 7条で 2分の 1以上を繰り上げ償還ないしは基金に積み立

てなさいという条文があるわけでございます。もうちょっと数字的なことを申し上げますと.

5 R年度に現在予算計上 した地方債の繰り上げ償還額が 4億 1，7 7 5万 2.000円でございま

す。それで‘ 57年度に繰り越しをした金額が 10億 3.940万 9000円でございます。

したがって.この半分をいま言いましたような形で整理をしなきゃいけないということでご

ざいます。これは.地財法の中では、翌年度ないしは翌々年度の中で処理をしろというもので

ございます。

そういったことがございますので. 5 8年度の約 5億 1，900万そういう金に充てなきゃい

けないわけでござい ますので. 予備費がストレートでここへ来たというわけではございません

けれども 2t意、 1，800万円を財調基金に積み立てをしまして.その合計が 6億 3，5 7 5万

2，000円になるというものでございます。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番 (古賀俊昭君) 私も素人ですからよくわからないんですが、歳出の、ではこ

の予備費の 8，062万という枠の内訳はどうなんでしょうか。

それで、一般財源はそれでは 58年度の建設経費の中で、さきに私どもに説明された額は、先

ほど言いましたように 314万 4，000円だったんですが、この額は 58年度で幾らになるの

か、その点を教えていただきたいと思います。

。議長(高橋通夫君) 企画財政部長

0企画財政部長(前田雅夫君) お答えします。予備費の性格でございますけれども.

あくまでも予備費といいますのは災害等.いわゆる予期しなかった事件が発生した場合に充当

をするというのが大原則でございます。

それで予算費を取り崩すといいますか‘いわゆる減額をしてほかへ持っていくわけでござい

ますけれども.これは特別な目的を持ったお金ではございませんので、この行き先がどこかと

いうことは実際にはわかりません。財政法上わからなくていいというお金でございます。

たとえば、基金でありますとか、いまちょっと議論が出ました道路財源の交付金、こういっ

たものとはちょっと違うわけでございます。
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0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) もう一つ、 2番目の質問にまだお答えいただいていないんで

すが、 58年度のこの市民会館の建設経費のうち、 一般財源の額は幾らになる のか ということ

です。

0議長(高橋通夫君 ) 企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君) お答え します。 いま.ちょ っと資料を持っておりま

せんので‘大変恐縮ですけれども、後ほどお答えをいたします。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

源内訳が出てないの、 歳出に。 予算書には出てるんだ。一般の税金をここへ使いましたとか、

特定財源は こう使 った、予算書には ね。

ところが‘この補正予算では‘どれを見ても財源はどこから出したかとは書いてないわけで

す。財源内訳が出てないわけだ、あんまりね、そうでしょう。

だから、あなたの方は予備費を削った以上は、決算で充当したんじゃなくて、財政課の方じ

ゃ予備費から持っていって歳出の補てんをしているわけだ、歳入不足を補うとか。だから当然、

構わずどんぶり勘定でやったんなら別ですよ。わあっとやってき て、 足りなくなったからこい

つを入れておこうと。だけれど‘実際はどこへ予備費を回すか.ど こへこ の財源を回すか、歳

入の。ということは一応頭の中で考えながらやる。頭の中じゃない、実際につくったんですか

ら、こういうものを。これをつくるのには、やはりきちんと地方財政法に基づいて将来への計

画を考えながらつ くっているんだろうと思うんで、 8，000万からの金はどこの歳出に回した

のか‘歳出不足に充当したのかはわかっていると思 うんだけ れど、 これ、わからないんです

か。今‘古賀さんはそれを聞いているんだと思うんですよ。( rそうです」 と呼ぶ者あり )

ただ漠然としたのかどうなのか、よくわからないんだけれど。それで‘漠然という ことにな

ると.われわれは非常に因る。やはり.こういう点で不足だったから予備費から充当したんだ

と。これ.決算書に出なし 1から聞いているわけです。決算書に出れば聞かないんですよ。だか

ら普通のやり方をして、こ ういう専決をやらなければ‘決算書に充当と出るわけだ。そうでし

ょう。本当なら専決処分をしない、 したけれどもそれは決算において示していいわけです、場

合によっては。その場合には‘予備費充当と出るわけだ‘各科目に。

だけれど.これは予備費充当という決算書に出ない ことだから‘だからあなたの方の中で.内

々の中で理事者側がつくったものですから.だからその理事者側のつくられた根拠であるもの

を教えてくれと。もし.これが出されないで決算された場合にはこうなるんだと。わかります

ね。これ.出さなきゃいけないという法律はないんですから。いいですね。出した方が好まし

いに違いないけれど。専決しておくわけですわな。専決するということになれば、歳入の国庫

補助金や何かは専決になるけれど、予備費は専決しなくてもいいわけだよ。 そうでしょう。

決算で充当してきゃいいんだから。わかりますね。歳入は専決しなきゃしょうがないけれども.

報告出さなきゃしょうがないです‘これは。予備費の方は充当でいいわけ ですから。場合によ

01 8番(古賀俊昭君〉 すぐ書類を見ていただければおわかりになるんじゃなし可かと

思うんですが( rわからなきゃ審議しょ うがないじゃないか、休憩、だ」と呼ぶ者あり)今おっ

しゃいました地財法で 2分の 1以上は繰り上げ償還に充てるか‘基金等に積み立てなさいとい

うことが決められているというのはよくわかるんですが‘それとこの予備費のことというのは‘

ちょっと私‘今.頭の中で結びつかないんですよ。予備費の内訳というのはわからなくてもい

いというふうにいまおっしゃったんですが.市民会館のカットされた起債と‘この関連という

のはどういうふうに理解 した らいいか。関係ないというふ うにおっしゃったようですし、また.

関係があるよ うでもありますが、ど うなんでしょうか。

O議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君) お答えします。予備費をいわゆる執行するときには、

当然、充当という一つの手続を経るわけでございます。したがって.この場合には‘予備費から

その充当した科目が決算書の中で明確化されるわけでございます。

それで、今回は予算として減額をしたわけでございますので、その行き先は明確には出ない

という性質のお金だということでございます。( rだからおかしいんだよ。なおおかしい。議

長、関連」 と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君〉 部長にお聞きしたいんですが、予備費から金を、歳出の各項目

に回すわけだ。これは事実回したわけだ。だから減ったわけだ。その場合に、こういう補正予

算で出してきた場合は、決算書には予備費充当とは書かないわけだ。そうですね。害かないけ

れども、どこへ充当したかは部長はよく知っているわけだよ。それで、私たちはどこへ充当さ

れたかを決算書を見てもわかーらないわけ。これを見てもわからないはず。なぜなら、これは財 つては。

aAτ
 

唱

i
F
h
d
 

唱
E
A



しかし、これは充当でいかないで、この予算書を出してきた以上は‘これはどこに充当され

たかということを聞くのは当然じゃないですか。

0議長(高橋通夫君) 企画財政部長

。企画財政部長(前田雅夫君) ちょっと説明がへたなのかも しれませんけれども.

先ほど来私が答弁しているように‘予備費といいますのは内容的にはもちろん一般財源が予備

費に計上されているわけでございます。それで‘予備費を減額 して補正をする とい うことにな

りますと‘この予備費というのは‘目的を予算上明らかにするようなお金ではないわけでござ

います。( Iそれはおかしいよ」と呼ぶ者あり)

ですから‘この予備費の減額のお金がど こに回っているかと言われましても.そういう数字

の説明はできないと。( I行った先は説明できるんじゃないのJ Iおかしいじゃないの.そん

な答弁があるかい。冗談じゃないよ」と呼ぶ者あり)

この予備費というのは、予備費を減額してほかに回し、また‘予備費でなくてもほかの費 目

を減額してほかに回すということは‘あり得るわけでございます。法律上のいわゆるその費目

の性質からいけば、全く同じでございます。ですから.ちょっとくどいようでございますけれ

ども.この予備費を減額してほかの費目に回したと。その回した行き先きはどこかと言われて

も、それはわからないと。全体の中でやっているわけでございますので。そういう御理解をい

ただくよりほかはございません。

0議長(高橋通夫君〉 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君 〉 お答えします。第 1点目の問題でございますけれど

も.これはさっき申し上げましたけれども‘予算費を充当する‘いわゆる執行の段階で.その

費自に持っていく 場合は.それは行き先がはっきりわかるわけでございます。

これは.いわゆる執行の問題ではなく て. 予算の問題でございますので‘行き先は明快にな

らないというものでございます。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0議長(高橋通夫君 〉 財政課長。

。財政課長 (大崎茂男君) 2点目の市民会館の一般財源の件で‘財政課長よりお答

えいたします。

起債が減額になる以前の予定では、 314万 4，000円の一般財源の持ち出しということで

ございました。起債が 5，000万減額されたということで.単純には 5，00 0万分プラスされ

た一般財源の持ち出しということになるわけですが、細かく言いますと ‘ 314万 4，000円

はあくまでもまだ執行が終わっておりませんでしたので.昨日出納を閉鎖したわけですが.そ

ういうような結果の中では. 5，3 0 2万 6，000円が一般財源の持ち出しということになりま

す。

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

0 18番 (古賀俊昭君 ) 企画財政部長が 3月議会で.この 5，00 0万カットされたそ

の穴埋めはどうするんだという何人かの委員の質問に対して.未執行介を充てるということを

おっしゃったんです。これは‘未執1行分をでは充てたということになるんですか" ( Iし1や‘

予備費だよ」 と呼ぶ者あり )答弁された内容が.そのまま今回は補正で出てきているというふ

うに‘では理解していいんでしょうか。前の. 3月議会の御答弁は.こ の補正の中にそのまま

出てきておりますか‘いかがでしょうか。

O議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君) お答えします。一般会計でもかなり大きな予算額を

持っているわけでございます。その中で.完全に 100%執行というのは不可能なわけでござ

います 実務上。それで. 1 0 0 %不可能だということになりますと‘その中に残ったものに

一般財源は当然含まれているわけでございます。ですから.そういうものが 5，000万として

支出されると。

018番 (古賀俊昭君) 以前.高幡の福祉センターが違法建築であったわけです。そ

れで‘それを法律に適合するような安全な建物にやりかえるということで.お金が二重に出た

ことが.ついこの間ございました。そのときは予備費から支出をして.その違法建築の建物を.

適法な形への福祉センターにするということで.お金がそちらから出たということが私ども説

明されたということを記憶しているんです。これははっきりわかっているんですよ。

今回は.全く行き先がどこへ行ったやらわからないということでは.ちょっと理解できない

んです。

それと‘もう一つ、先ほどお聞きしました一般財源は‘それじゃ 58年度で幾ら計上される

ことになるのかということも.あわせて今.おわかりになればお答えいただきたいと思います。

2点お願いします。

po
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これは‘やはり形の上で.予算とか決算 とかそういうものでは出ませんけれども.いわゆる

大枠の中ではそういう考え方でございます。

0議長(高橋通夫君〉

01 8番 (古賀俊昭君 〉

古賀俊昭君。

では. 5 8年度で計上されました予算のそのままの額が、未

予備費といいますと、年度当初、 大体総予算の 5%程度を予定 しまして、財政課長あるいは

企画財政部長が説明しているように、 ろんな不時の支出ですか、そういうものに充てるわけ

でございますけれども、だんだん年度末になってまいりますと、予備費そのものについても 5

%というふうな固い枠というものについては、緩くなっていくんじゃないかと思うわけでござ

います。

それで、御質問の基本が、予備費というのは、歳出で必ずどこかの費目に充当するんだとい

う、それ以外は取り崩す方法はないんだ、という考え方に立ちますと、おっしゃるとおりにな

るわけでございますけれども、財政部長が説明しているとおり、今回の 8，062万といいます

のは、 2ページ、 3ページを開いていただきますとわかりますように、歳入歳出の、予備費を

一つの財源として使っているわけです。歳入歳出を均衡させる財源として、予備費を使ってい

るというところに、企画財政部長が言うとおり、全体として 8，000万使っている、こういう

理屈になるわけでございます。

普通ですと、何らかの費目のために充当の伝票を使って支出するわけでございますけれども、

今度の場合は、特別に高幡の保育園をつくりかえてセンターにするんだ、というふう な使い方

じゃなくて、財源として使ったんだ、そういうことです。財源として。要するに、先ほど企画

財政部長が、予算上の操作、というふうな表現を言っていると思うんですけれども、そうい う

意味でございます。予算の財源として使ったんだ、そういうことなんです。 ( rわかった、了

解Jr立派な説明だJと呼ぶ者あり )

0議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君 ) あと、まだ勉強しまして、次の質問もあると思いますので、

後は先輩に譲りたいと思います。

執行で残ったというものは、主にどういうものでございますか。それが 5，000万近くあった

からこれに充てたということになりますね。では、未執行だった具体的な事業というのはどう

いうものでしょうか。

0議長(高橋通夫君〉 企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君〉 お答えします。今、財政課長の方からもちょっとお

答えしましたけれども. 5 8年度の出納閉鎖が昨日でございます。それで.いま計数整理を完

全にするわけでございますけれども.通常、繰越金というものが生まれるわけでございます。ですから、

そういうお金の中.その繰越金の中に入るわけではございませんけれども.当然繰越金が出る

わけでございますから‘その未執行分の中から一般財源が回るというような理解をされて結構

だと思います。

0議長 (高橋通夫君〉 古賀俊昭君n

01 8番(古賀俊昭君〉 かなり勉強になったんですが.まだよくわからないんです。

予備費というものの性格は.ほかのいろいろあります。いわゆる款に当たるものと全く同等に

考えていいということの.今.御説明があったと思うんですけれど、しかし、常識的に考えま

して、この予備費に見ますと、ちゃんと端数まで出ておりますからね、具体的にこれだけの積

算の根拠があってこの数字が出てきたというものは、御説明がおできになるのじゃなし1かなと

私は考えるんですが、それが不可能だというその理由がまだよくのみこめないんですよ。

市民会館の起債が 5，000万カットされたということで、非常にいい勉強の機会だと思って、

きょうは楽しみにこの質問をしたんですが、結局わからないまま、理解できないのは残念なん

ですが、この 8，000万のうち何か一つでも結構なんですが、こういう具体的な内容を持って

いるという説明というのは、全く聞く方がおかしいんでしょうか。( rわかんないのを聞くの

が議員だよ」と呼ぶ者あり〉

。議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君〉 うまく説明できますかどうですか、ひとつ説明させていただき

たいと思います。

0議長(高橋通夫君)

06番 (古谷太郎君)

古谷太郎君。

予算の都合によって配分したんだといえば、中身がわからなき

やおかしい。

それで、これを見てすぐわかるのは、道路に使わなきゃならない金が約 7，000、国から来

ているんだな。 7，11 4万 9，00 0円、これ、目的税だ。そのほかに東京都からも来ている。

そうでしょう、市町村調整交付金 2億 6，00 0万、この中に道路分があるわけです。そのほか

に東京都からも道路財源としての交付税的なお金が来ている。日野市においても、道路に使う
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ょっ。

りや困るんで、もし残りがあれば、では来年はどう使うか、来年度の予算にどう使われていく

か、こういうことを明らかに言っていただかないと困るわけです。

当然、 この専決条項の中で道路予算は余っていますと部長が言った。余ってるんだろうと思

いますだろうと思う。余っているか、余っていなし、かはっきりしなきゃ、審議のしょうがない

じゃないですか。そんないし可かげんな審議は、議会がやるこっちゃなし可。議会がやることは、

やはりわれわれの税金が、国から入ってくるお金も、東京都のお金も、これは税金なんです。

その目的税として入ってきた税金が、市町村、都道府県に配分されてきているわけです。

いま。国からは 5億幾らだ、これ、地方道路譲与税、自動車重量税で 5億円超えている。こ

こういうことをはっきりと説明してもらいたいんです。日野市では道路補修費には幾らかかる

か。土木課の費用ですね、これは。それでこうなった、 9億円使った、国の方から 10億円来

たと。そうすれば 1億円は繰り越されますよ。だから 59年度でそれを使いますよと。ちっと

も道路がよくならない。当たり前なんです。道路をちょっとも見て歩かない。どこの道路だっ

て、日野の下の方の町の道路を見てごらんなさい。

去年、私のところの裏を舗装したけれど、 もう穴があいている。先ほど、穴があいたか

ら直してもらった。それはそうなんです。聞いてみたら、上っ面だけ舗装したんだそうです、

上へのつけて。それほど財政が苦しいのかどうか。けがをしますよ、通学道路ですから、穴が

ベき軽自動車税等を市民から徴収 している。

しからば、われわれがこの補正予算をいい とか、 悪いとか決めなきゃならない ときに、 道路

財源は全部で幾らになったのか。私は、恐らく 10億円ぐらいになっちゃいなし可かと思う、そ

の 10億の道路財源が、日野市の市道の財源に直接使わなきゃならない。幾ら使われたのか、

その内訳はどうなっているのか。これ、よくわかりませんじゃ、審議のしょうがないじゃあり

ませんか。恐らく私は 10億「らいになりゃしなし可かと思う。しかも、市民の税金は 1円も入

っていなし 1。それをはっきりまず示してもらいたい。

それから、 先ほど数字はよくわかりませんがと言いましたが、市町村振興交付金、いろんな

ことを言っ ていました。説明されましたが、あるいは地方特別交付税、これらは日野市が申請

するんです、出していただきたいと。そうすると、中にはとても国で出せないものもあるでし

ょう。そういうのは東京都が出してくれているんです。はっきり 言えば、自治省や東京都は、

でるだけ日野市の財政援助を行ってくれているわけです。非常にくれているわけだ。 予定 しな

いお金が約 1億円入ってきている、 1億 2，000万円ですか。道路財源 7.000万円以上入っ

てきている。そうすると、それだけで、両方で 2億円もばあっと入ってきたわけだ。そうでし

だから私どもは、せっかく国や東京都が出してくれた御好意に対し、日野市はどのようにし

て使います、あるいは使いました。この内訳表をもらわなければ、いいとも悪いとも 言えない

じゃないですか。こういうふうなものこそ、ですから私は、本来予算書の中に、説明書で一緒

についてくるだろうと思ったら、ついてきていない。

そこで、けさ大崎課長さんに、ちょっと悪いけれどわかりますか、と聞いた。財政調整基金

の内訳については、もうフリントをいただいた。

いままで、日野市政というのは、どんぶり勘定なんです。だからわからなくたって、何とか

かあちゃんが、あしたの米代がないんだと言われりや、おやじは何とか都合します。その金が

どこから出たか、そんなことは、その家庭内の自由なんです。しかし、少なくとも、われわれ

の預かっているお金は、税金なんです。そういう自由自在なことをしてもらっちゃ困るわけで

あいていりゃ。

だから、いつも私は予算のときに申し上げたでしょう。都市計画税はどう使われているのか

と。あるいは目的税あるいは市民の税金はどうなっている、これはもうはっきりとわからなけ

そういうふうなことは、少なくとも私が議員である以上、どんぶり勘定は説明がつかなし、か

ら因る。わかりますか、私の言っている こと@わかるでしょう。それは一つずつ言われると、

非常に因るのかもしれないよ。いつも、土木課の人件費なんかみんな出しても、それでも余っ

ちゃっているんだよ。国や都から来るお金だけで、あるいは寄付金、交付金、土木債百だから、

これは非常に大事じゃなかろうかと思う。

それで第 2の問題は、鈴木都知事の大変な御好意で振興交付金が 9，130万円も、ぽかんと

苦しい都財政の中で来られた。これは何に充当するために、知事さんの好意なんですから、こ

の代表ぐ らい私たちがわからなけりゃ、御好意に申しわけないじゃありませんか。共産党のよ

うに、ロシアやモスクワの方へだけ目を向けてりゃいいんじゃない。私は日本国民に目を向け、

日野市民に目を向けなきゃならなし」おわかりになりますか。

だから、内訳をはっきりしてくれと言っている。質問です。

す。
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0議長(高橋通夫君) 関係部長の説明を求めます。企画財政部長。

0企画財政部長(前田雅夫君) お答えします。大変申しわけございませんけれども、

至急道路財源に対する歳出の内容を整理してみたいというふうに考えています。( r休憩」と

呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」 と呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後零時 4分休憩

午後 1時 8分再開

が 2億数千万円なんです。

だから、その三つだけいまおっしゃってます。これ、国税の関係だけのお話を承っているわ

けではないんです。おわかりになりますね。これは当り前の質問だと思うんです。これは市の

市民税とは関係ない。

いま、 5億円だけのことでおっしゃっていましたんで。国からの交付金だけお聞きしても、

今度は歳出関係と合わなくなるんで、その点、ひとついま申し上げたようなことを勘案して説

明していただきたい。

企画財政部長。

O企画財政部長(前田雅夫君) 先刻保留いたしました答弁をいたします。

。議長(高橋通夫君) 企画財政部長。

。企画財政部長 (前田雅夫君〉 答弁を続けます。

いま、古谷議員さんがおっしゃったように、道路財源等正確に申し上げれば、いま私が申し

上げました譲与税交付金のほかにあるわけでございます。いま、ちょっと時間の都合もござい

まして、そのほかの財源についての数字はちょっとここで申し上げるわけにはいきませんけれ

ども、この 3税だけで申し上げますと、 5億 21 4万 9，000円でございます。したがって、

これに、いま古谷議員さんが言いました道路財源が加わるというふうに御理解をいただきたい

と思います。

それでは、この道路財源に対しましてどのように予算計上が されているか、ということでご

ざいますが、道路橋梁総務費、道路維持費、道路新設改良費、橋梁維持費、橋梁新設改良費、

これを合わせますと 9億 7，959万 2，00 0円でございます。これから都の支出金、地方債、

その他の費用を引きますと、一般財源が 7億 2，698万 6，000円ということになるわけでご

ざいます。

したがって、いま御指摘がありました( rちょっと待って、 7億 2千幾ら」と呼ぶ者あり)

7億 2，698万 6，000円でございます。ですから、い まちょっと道路財源の御指摘がござい

ましたけれども。それをプラスいたしますとどういう数字になるか、今後検討させていただき

たいというふうに思います。

。議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

答弁の内容といたしましては、道路財源に対する歳出の内容はどうか、ということでござい

ます。

5 8年度の予算で申し上げますと、道路財源、 したがって地方道路譲与税、並びに自動車重

量譲与税、同じく取得税交付金、この三税を合わせますと、 5億 214万 9，000円でござい

ます。

それでは、これに対しましてどういう歳出予算が組まれているか、ということになるわけで

ございます。予算の費目で申し上げますと( r議長」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 古谷太郎君。

06番 (古谷太郎君) 申しわけないんですけれど、私の知っている範囲では、そのほ

かに軽自動車税、 交通安全対策特別交付金、道路使用料、占用料、 土木証明手数料、交通安全

施設整備費補助金、道路橋梁補助金、高速道路関連公共施設整備費、地方債、土木関係、土木

地方債、こういうふうなものが、少なくとも特定財源であげられる。また、それが当然なんで

す。そのことは。

いま、国費だけを言われましたけれども、そのほかにあれがあるわけです。市町村交付金、

いわゆる一般交付金です。これは道路財源が、道路にこれだけ計算がついているわけだ。そ

0議長(高橋通夫君)

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

これ、非常に大事なんです。どんぶり勘定で予算を左右されま

すと、予算編成のときにです、これ非常に、それはし 1ままではどうか知りませんけれども、少

なくとも、国民が納めている税金というのは、やはりその使途を国民に明らかにしなきゃなり
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る。

しかも、最終的には何に使ったか報告しなきゃいけないんです、これ。 報告するようになり

ます、当然。国や東京都や、このほかにまだ競輪の交付金とか、競馬の交付金とかあるわけで

す。そうすると、報告ができなくなっちゃう。だからごまかさざるを得ない。だからこういう

ふうなものにおいて、先ほど古賀議員な り小山議員が言われたのは、これ、もし残っているな

らとい うことで、も し残ったならなんて言われちゃ困るんで、もう 5月31日に全部締め切っ

てあるんだか ら、大体の予算、まあ予算だけでもいいんです、 予算でや ってもらってもいいん

ですけれども、いま前田君が言われたのは、国から来ている道路予算についてだけ言われた。

歳出の方は全部言ったわけです。そうですね。だから、これはつじつまが合うわけないじゃな

いですか。歳入は、ちょ っと、一部しか言わなし可。国の分だけ言っ たわけだ。歳出は全部言っ

た。 しかも、人件費まで含まれているんです、これは。そうですね、総務費だから。

それで、日野の予算において、ことしはもっとひどくなっている。なぜかというと、この総

務費の中から水路清流課というのができ て、そ っちへ職員が動いているんです、何人か。

そういう点では、いまそういうふうな答弁がなされましたけれども、この予算は私にとって

は全く説明が不十介であり、理解できない点が多いということが言えるわけです。もちろん今

後、日野市の道路が、決して市道がいいとは思わない。だからこそ、なおさら こういうふうな

面に予算を充当していかなければ…・ 。

虚偽の申告を、極端な ことを言えば公文書偽造だ、そのような書類をつくらざるを得なくな

る。道路に使います、 道路に使いますという国や東京都へ対する申請書を、全部道路分を集め

てみたら、二重に帳簿がされているという事態が発生するわけです。二重帳簿は名人かもしれ

ない。そうでしょう、遺跡調査会などは、特にそのいい例であります。そうですね。

しかし、 これは公金であります。公金、税金が、東京都ゃ国に対する申請、遺跡調査の国庫

補助金の申請だって間違ってたんだ。間違ってたから、何に使われたかわからなくなっちゃっ

た。そういうことが公然と行われる。

そういうふうな中で、いま部長は、イ可を急いだか知らないけれど、固からは 5億円しかいた

だいておりません。だけれども、いろんな面で 9億円使っています。しかし、地方債の返還等

もありますから、だから 7億幾らを若干使っているんです。 7億 2，698万円は、土木課の課

長以下の給料、それからまた維持費、道路新設その他の費用に使われましたと、こういう話。

しからば、市民が納めている軽自動車税はどこへ行っちゃったんだということになるわけで

ません。同じことは市民にも言えることです。何に使われているかよくわからないんじゃ、困

ですからそういう面で、いまおっしゃいましたけれども、 2億 7，000万円の市町村調整交

付金、この中に道路財源が入っている。だからその財源は幾らなのかと。これは計算書が来て

いるはずなんです。これ、普通どこの市町村にも同じような計算分類がされるわけですから、

ですからそういう面で、いまの 5億と 7億 2，000万と引くと、 2億 2，00 0万だと。 これ、

一般財源じゃなかろうかと。国庫財源じゃ一一そうじゃないんですね、こ のほかにたくさんの

税金が別に道路分として来てい る。

ですから、 予算編成するとき に、国や東京都から、私の推定では、 大体こういう地方債等を

含めなくても、約 8億円近いんじゃなかろうかと、 このように考えているわけです。 これは、

細かい数字は、あなたの方が握っているからわからない。議員は素人なんです。素人が当たり

前なんです。玄人なら職員になっ ていますよ。 素人なんです。しかし、 素人だけれど、良識が

ある、幅が広し可。だからお聞きしているわけです。

それで、いま 7億円程度それに使っていると。そこで言うんですが、こういうふうなものが

入ってきたときに、日野市において、日野市の道路はどうなんだ、日野市の現状はどうなんだ

と。しかも、これは道路財源として使いなさいと入った 58年度のお金は、使い切れなかった

分は、当然他へ流用しているわけだ。はっきり言えば、使い切れなかった分は流用していると

見なきゃいけない。

たとえば、今回の財調の 2億 3，000万円ですか、どうもこれ、いままで流用していたわけ

です、はっきり言えば。それで、最後の詰めでここへ出てきたわけだ。だから最後に、財

政調整基金として積み立てていくわけだ。この 2億数千万というお金は、 57年度の残金なん

だ。だから一番最初積み立てるという方法もある。しかし、これは最後に積み立てたというこ

とになるわけです。

それで、私は、こういうふうなやはり予算というのはどんぶり勘定じゃいけない。きょう、

前田君を責めるわけじゃないんです。あなたは非常に優秀な職員だ。しかし、いままでがかな

り予算編成のときには思いつきばかりやっていて、それは出す方は簡単にできる。しかし、入

る方をよく検討していない。だからこういうふうなときに、細かい数字が財政課にないわけで

す。
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す。いま、そういう面で、こんなむちゃくちゃな、愚にもつかない質問をしているんじゃない

んです。あなた方が国や東京都へ正しい申告を出せば、二重帳簿になりかねないような事態が

ある可能性があるから、私が言っているんです。だから、もし、正確な会計検査院のチェック

を受ければ、大変なことになりかねないんです。

ここに、 5 7年度の決算がある。 目的税や補助金等の道路分の収入は 7億 9，855万6，000

円だ。これは決算委員会であなた方が言われた数字だ。そして、 支出は 8億 1千8万 4，00 0 

円、そういう数字がこ こに出ている。しかも、道路関係職員の給料が 1億 2，000万円、それ

から道路管理関係の職員の職員の給料が 5，29 1万使われている。この中に含まれているとい

う。 57年の決算だと。

それで、ことしはもっと道路関係の補助金がふえている。交付金がふえている。だから、大

変なことになりかねないような状況ではなかろうかと、こう思ったわけです。この点について

はっきりした説明がない限り、この予算について、私は審議できません。回答のない審議など

ということはあり得なし可。それほど無責任ではありません。私は時間があったんだから、正式

な道路関係の歳入と市民の一般税金はどれくらい出ているかということ等を明らかにして、そ

うしてこの次の 59年度の補正予算には、日野市の道路が少しでもよくなるように予算配分、

配慮、を起用するようにしたか った。

また、先ほど質問があったとおり、東京都から振興交付金、自治省からの特別交付金につい

ても、当然説明資料として添付するのが当たり前じゃありませんか。これは特別の御好意なん

です。くれなくたっていいんです。ただこんなに大きく書いて、どこへ行ったかわからないと

いうことは、大変に審議のしにくい、いいですよ、私らがいかにここでしゃべってみたって、

へでもないでしょ う。

しかし、私自身は日野市民に対する責任上、私の良心が許さないんだ。だから申し上げてい

る。どんぶり勘定で何でもやっていけばいいというわけじゃない。回答がなければ回答が出る

まで待つか、この予算審議の継続は不可能だ。私にとっちゃ。

0議長(高橋通夫君〉 企画財政部長。

。企画財政部長(前田雅夫君) いま、古谷議員さんからお話がございました資料に

つきましては、かなり時間を要するんではないかというふうに考えます。きょうつくって提出

というのは不可能ではないか、というふうに考えております。

。議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。( rあるよ、まだJと呼ぶ者あ

り〕古谷太郎君。

06番(古谷太郎君) 小山議員さんが、質問されたとき、あなたは細かい答弁を して

いましたね、振興交付金、それは資料ありますな。日野市が、東京都あるいは自治省に出し

た申請書、それに対して国の方が査定した結果、これはありますね。これもおまけなんだよな。

だから、それはある( rはし)Jと呼ぶ者あり〉それは、後でそれじゃ出してください。

それで、私はこの審議は、自分の気持ちの上で これ以上継続できませんので、退場 します。

C 6番議員退場〕

O議長(高梧通夫君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件につい ては、 委員会付託を省略いた

したいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なしJと呼ぶ者あり )

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって本件については、委員会付

託を省略する ことに決定いたしました。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。

本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって、 議案第 38号、昭和 58 

年度日野市一般会計補正予算第 8号の専決処分の報告承認の件は、原案のとおり承認されまし

Tこ。

これより議案第 39号、日野市市税条例の一部を改正する条例制定の専決処介の報告承認の

件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

(市長登壇 〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 39号、日野市市税条例の一部を改正する条例制定の

専決処分の報告承認についての提案理由を申し上げます。
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本議案は、地方税法の改正に伴い、日野市市税条例の一昔日を改めるもので、地方自治法第

179条第 1項の規定に基づき、昭和 59年 4月9日付で専決処分したものであります。

詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民部長。

。市民部長 (加藤一男君 ) それでは、 議案第 39号の日野市市税条例の一部を改正す

る条例の内容につきまして、説明をさせていただきたいと思し可ます。

3月末の国会で、地方税法の一昔日を改正する法律が可決されましたことは、御承知のとおり

でございます。以来、都より条例準則の通知に接しまして、内容検討の結果、いま提案理由を

申し上げましたように、 4月9日に専決処分を執行いたした次第でございます。改正内容につ

きましては、 3月の定例市議会の際に資料によりまして主な改正内容をお知らせいたしました

けれども、今回の改正は 地方税法改正による改正以外のものはございません。

以下，新旧対照表によりまして説明をさせていただきたい と思いますので、 対照表をお聞き

いただきたいと思います。

対照表の 1ページ、 2ページをお開きいただきたいと思います。まず、第 19条関係の改正

でございます。 19条の(4)の旧の方に、 15条の 3第 1項若しくは第 2項、という文言がござ

います。これを削除いたしたわけでございます。この内容につきま しては 法人税割りの徴収

猶予の条項でございます。

従来、申告によりまして、法人税割の 4分の 1の数値を、 3カ月を限度といたしまして徴収

猶予の制度がございました。これが今回削除をされたということで、削る条項でございます。

このことにつきましては、後ほど付則の面で若干また出てまいりますが、本文におきましては、

削除をいたしたということでございます。

めくりまして 3ページ、 4ページの上欄でございますが、市民税の非課税の範囲の関係で、

(3)の障害者、未成年者、老年者、又は寡婦という条項がございますが、これは数値のアップで

ございまして、 80万円を 100万円に改めたというものでございます。

それから、 2号の均等割りの関係で、やはり基礎数値が 25万円が 28万円に改まったとい

うものでございます。

それから、 3ページの一番下欄でございますが、 30条関係の法人の均等割りの関係でござ
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います。この均等割りの税額が 2.5倍の上昇をいたしてございます。各段階別にそれぞれ2.5 

倍のアップということになっておるわけでございます。以下、 9ページ、 1 0ページの上欄ま

でこの均等割りの改正が載っておるわけでございます。

続きま して、 真ん中の 62条関係でございます。これは文言改正でございまして、いわゆる

建物の区分所有に関する法律の内容が変更になりました関係で、条文の整理をさせていただき

ました。いわゆる文言整理でございます。

その次が下欄の 62条の 3関係でございますが、 1 1、 1 2ページにわたるわけでどさ・いま

すけれども、その真ん中辺でございます。やはり 10条という項目がございますが、これを改

めたわけでございます。これも先ほど申し上げましたよ うに、いわゆ る法律改正に伴う条文整

理に伴う文言整理でございます。

それから、下欄の 67条関係でご ざいますが、これも 13、 14ページにわたる わけでござ

いますが、この項というものを、以下本項にと改めさせていただいたものであります。文言整

理でございます。

それから、 1 3ページの下欄ぞございますが、 72条関係、不動産登記法云々とございます。

めくりまして 15、 1 6ページの関係でございますが、やはり 条文改正に伴いまして、条例の

改正をいたすものでございます。これは不動産登記法の改正に伴う文言整理で ございます。

それから、下欄の 81条関係でございます。軽自動車税の改正でございます。御承知のよう

に、軽自動車税につきましては、昭和 54年以来、税率が据え置かれてございます。今回、こ

れに改正をなされたわけでございますが、 1 5ページから以下ずっと、 2 0ページの上欄まで

でございます。

一つの例をとってみますと、 5 oCCといっておりますバイクでございますが、現時点では

700円の税金でございますが、これが 1，000円に改まるということでございます。以下、

ここに書いたとおりの改正をいたすものでございます。

それから、 19ページと 20ページにわたります関係でございます。こ れは先ほどトップに

御説明をさせていただきましたが、法人のいわゆる徴収猶予の問題の 15条が削除されました、

ということの関連をいたします特例条項でございまして、これは本年の 3月31日、いわゆる

条例腕行の 4月1日以前の決算期が到来する法人につきましては、なおかつ 3カ月の徴収猶予を

いたしましょう、という条項でございます。
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それで、 これは非常にくどくど書いでございますけれども、要するに徴収猶予をいたしまし

でも延滞金を徴収するわけなんでございます。要するに日歩 2銭の延滞金を徴収するわけでご

ざいます。日歩 2銭とい うのは、ここに書いでございます 7.3%という数値なんでございます。

これはちょうだいいたしますという ことなんですが、たまたま公定歩合がアップした場合は違

いますよ、ということが書いてあるわけでございます。

それで、これが 21ページの下欄に書いでございますように、最高が 12.7 7 5 %までいた

だきますという条項なんでございます。 これは公定歩合に置きかえますと、公定歩合が7.375

%という数字が出てまいるわけですが、現時点では、公定歩合の改定もなさそうでございます

ので、現時点では 2銭の延滞金をいただくという形になります。

当市には、大小合わせまして千六百数十社の法人がございますけれども、現時点の徴収猶予

の法人は、 6社ございます。これも、やがて 8月いっぱいで全部終わってしまいます。要する

に3月31日の決算期が到来する法人の申告は、 5月31日にいたします。それで、それから

3カ月を限度としているんですから、 6、 7、 8ということで、 8月いっぱいですべて終わ っ

てしまいます。しかしながら、 6社であ っても該当はございますので、この条項は生きてまい

ります。そういうことで、一応延滞金の関係、公定歩合の関係では、延滞金が余りますという

条項でございます。非常に細かく書いておりますけれども、そういうことでございますので、

御理解を賜りたいと存じます。

それから、 23ページ、 24ページに移らせていただきまして、附則 5条の 5の関係でござ

います。これは、 58年度分の個人の市民税に限り、というものを削除いたしましたことと、

基礎数値の 27万円が 29万円に上がったということでございます。 下欄は文言整理でござい

ます。

それから、 めくりま して 25、 26ページでございますが、 2項の、当分の間が、従来は

5 8年度分の個人の市民税に限り、というものを削除させていただいたわけでございます。

それから、 1 6条の関係の軽自動車税の関係の特例でございます。これは、 5 8年度分及び

というものがありましたものを削除いたしまして、 59年度の軽自動車税にという条項に改め

させていただき、それから内容を改正させていただいたわけでございますが、先ほど申し上げ

ましたように、たとえば 50αで言うならば 70 0円が 1，000円と改めるわけでございます。

したがいまして、 1，00 0円とあるのは、 650円というのはその意味でございます。

つまり、電気を動力源としての軽自動車で、当市には登録をいたしております電気を動力源

としている軽自動車は 3台しかございませんけれども、その 3台に見合ういわゆる条文の改正

でございます。

めくりまして、 27、 28ページの 16条の 2の関係でございます。これは削除でございま

す。御承知のように、 58年にたばこの値上げがございました。どうしてもたばこの値上げが

ございますと、若干たばこの消費税がダウンするということで、国の方でいわゆる税収確保の

面で、それを 58年度の分については調整をしていただきました。このことにつきましては、

前回の議会にも御説明をさせていただきましたが、 58年度では若干のアップを国の方で見て

くれまして、従来のたばこ消費税の確保をお願いしましたけれども、本年ーからはそれがなくな

ったという ことでござい ます。要するに、告示単価に基づく条例にあり ます 100分の 18. 1 

のたばこ消費税 しかいただけませんということで、 5 8年度限りということで、 5 9年度は平

年度に戻るということでございます。

次が、 1 7条の関係でございます。 27ページから 29ページにわたる問題でございますが、

これも文言整理でございますけれども、内容は次のような内容になってございます。

市内の建物、中高層の耐火構造住宅の買い替えにつきましては、従来、買い替えとして国の

方で見ていただけませんでした、当市の場合。 23区と、それから武蔵野と三鷹の一部のみし

か認められなかったわけですが、これが認められるようになりました。いわゆる買い替え資産

が認められたということでございます。

ただし、買い替え資産が仮に利益を生ずるような場合は、もちろんこれは所得割はちょうだ

いいたしますけれども、それが認められたという条項が この改正内容でございますので、御承

知を賜りたいと存じます。

それから、下欄の 26条関係は文言改正でございますが、 9の附則 15条の 2項が削除され

ました関係で、以下順次繰り上がったという関係でございます。条文整理をさせていただいた

のが、 31、 3 2ページまでの関係でございます。

次に、 3 3、 3 4ページに移らせていただきまして、所得割の税率改正でございます。新旧

をごらんになっていただきたいと思いますが、このように 60年の 4月1日から所得割の税率

が、このように改正に相なるわけでございます。いわゆる税制調査会の内容等を拝見いたしま

すと、最低所得者等の配慮をしながら改正をいたしたというふうなことが言われておりますが、
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若干下の数値は上がっております。あと、対象金額によっての変化が若干ございますが、 この

新旧対照表をごらんになっていただきまして、税率改正を御理解賜りたいと存じます。それが

3 5ページ、 36ページの上欄まで参ります。

次が、真ん中の 52条の 4関係でございます。これは退職所得の関係でございます。所得割

にあわせまして、退職所得につきましでも税率改正がなされたわけでございます。新旧対照表

のとおり改正に相なったわけでございます。このことが 37ページから 38ページの上欄まで

参るわけでございます。

それから、 37、 3 8ページの真ん中でございます。第 6条関係でございますが、 5 9年度

とありましたものが、 62年度まで、 3年間の延長がなされました。これは繰越欠損の次年度

控除額の関係、あるいは分離課税の問題が ここにうたわれておりますが、要は 3年間の延長が

なされたということでございます。税率、等には変化はないわけでございます。

その下の 7条関係でございますが、これも 58年度が 61年度ということで、 3年間の延長

がなされて、税率等には変化はございません。

めくりまして、 3 9、 40ページの 16条の 3関係の、年度は 59年度とありましたものが、

5年間の延長がなされたということでございます。これは、個人の、いわゆるみなレ法人に対

する税率の関係でございます。もちろん国の方でも 5年間の延長がなされた関係で、市税条例

においても条例の 5年間の延長をいたすものでございますし、それから一番下段の 4号に、 60

年及び 61年という文言がございますけれども、これも国の方で 2年間に限り税率の特例を、

臨時措置として法人税のヲ|き上げをいたしております。そういう関係で、市民税につきまして

も60年と 61年度につきましては、 41ページに書いてございますように、 100分の 25.6

とありますものを、 100分の 27.3と改めるというふうに、国の法人税に合わせて市民税の

税率を改正いたすものでございます。

それから、 一番下欄でごぎいますが、月iJ表(附員Ij第 9条関係〉、退職所得に係る市民税の特

別徴収税額表、以下ずっと長くございますけれども、要するに退職金が幾らの場合は幾らの税

金がかかりますという簡易税額表でございます。こ のように改正をいたしたわけでございます。

非常に雑駁でございますが、説明を終わらせていただきます。よろしく御審議をいただきま

して、御承認を賜りたいと存じます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君) ちょっとお尋ねをします。

最初の、日野市市税条例の一部を改正する条例という ことで、そこにいろいろ説明が 1条から

ずっと出てきているんですが、 2ページ目をるる、第 81条関係で、 0.05リットルを 0.05 

リッ トルにとか、それから O.6キロワットを 0.6キロワッ トにというふうに、また、その下で

はO.8キロワットをまた 0.8キロワットに改めとなっているんですが、同じ言葉を同じ言葉に

改めるとい うのはちょっと理解できないんですが、ちょっとその点をひとつ教えていただきた

いと思います。

それからもう一つ、退職金のことなんですが、退職所得控除額の控除後の退職手当というこ

とですので、この表を見れば税金が幾らかというのはわかるんですが、たとえば、まあどれで

もいいんですが、具体的にこれだけの退職金の場合にはこれだけの税金がかかりますよという

ものをどのように計算して出すのか。 118ページでもいいんですが、 115ページ、 116

ページ、 5，800万以上9，800万未満という ことで出ており ますが、こういう場合、具体的

に大体どのくらいの退職金なのか、教えていただきたいと思うんですコ

以上、 2点。

O議長(高橋通夫君) 市民部長。

0市民部長(加藤一男君 ) それではお答えをさせていただきます。

冒頭、説明をすればよかったわけでございますが、いま御指摘のように、 2ページ目の 0.05

リットノレを0.05リットル、 全く同じ文言でございますが、私どもの方の条例整備の ミスもご

ざいまして、実はリットルのツが、 本当はもっと小さい字で表現をすべきものを同じ表現をし

ていたということで、それだけの訂正だけなんでございます。御理解を賜りたいと存じます。

それが第 1点の御質問でございます。

それから第 2点の御質問は、非常に難しいわけなんですが、その退職をされる方の勤務年数

によります。ですから一概にさっとは出ないわけなんでございますが、たとえばこういうふう

に、ひとつ、私申し上げますので、御理解を賜りたいと存じます。

たとえば、 1年を勤務したと仮定します。そうすると、ある数値が引かれるわけでございま

すが、控除額というのもあるわけです。控除後の金額が、たとえば 100万円と出たとします。

その 100万円の 2分の 1の数字、 50万円が、いわゆる税対象になるわけでございますが、

つ臼qo 
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この簡易税額表では 2分の 1をした数値は書いてございませんで、元の数字が書いてございま

す。それで、そういうふうに計算していった上で、なおかつ出た数値の 1割が控除されます。

非常にややこしいんですが。

たとえば、 50万円という退職所得税が出たとすれば、 45万円という所得税になるわけな

んです。そういうややこしい計算があるわけでとさざいますが、ぱっと見て、いわゆるこの簡易

税額表なんでございますが、元の数値の退職金でその税額が出るように税金が算出されておる

わけでございます。ですから、勤務年数等によってその型がかなり違ってまいります。

要するに、退職金をいただいてその金額から控除額を差 し引きまして、その半分に税金がか

かり、出てきた数値から 1割を控除したものが退職所得税である、所得割である、というふう

に御理解いただきたいと思うんですが、ちょっと、御理解いただけるかどうか。 (rわかりま

したJと呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君〉 ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終

結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については委員会付託を省略いたし

たいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって本件については委員会付託

を省略することに決定いたしました。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをも って意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長〔高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 39号、日野市市税

条例の一部を改正する条例制定の専決処分の報告承認の件は、原案のとおり承認されました。

これより議案第 40号、日野市衛生処理場ごみ焼却施設建設工事請負契約の締結の件を議題

といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 議案第 40号、日野市衛生処理場ごみ焼却施設建設工事請負
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契約の締結についての件の提案理由を申し上げます。

本議案は、日野市衛生処理場ごみ焼却施設建設工事の請負契約を締結するもので、地方自治

法第 96条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関

する条例第 2条の規定により、提案をするものであります。

入札の結果、 42億 7，000万円で目立造船株式会社が落札いたしました。

詳細につきま しては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願いいた

します。

0議長(高橋通夫君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

。総務部長(伊藤正吉君) それでは、議案第 40号の内容につきまして御説明を申し

上げます。ページを追いまして御説明してまいりたいと思います。

まず、 1 工事件名でございますが、いま提案理由にございましたように、日野市衛生処理

場ごみ焼却施設建設工事でございます。これにつきましては炉体だけでございまして、 建屋に

つきましては別途発注、こういうことでございます。

2，としまして、契約金額、 42億 7，00 0万円。

契約の方法、指名競争入札。 5月9目指名業者選定委員会を開き、 6社を指名し、 5月22 

日入札を執行いたしました。入札の結果は、別紙にございます入札調書のとおりでございます。

目立造船株式会社が 42億 7，000万円で落札しております。

4の工期でございますが、契約の翌日から昭和 62年 3月31日まで、 3カ年の継続工事で

ございます。

5.契約の相手方、大阪市西区江戸堀一丁目 6番 14号、目立造船株式会社取締役社長、村山

利雄でございます。

次のページでございますが、ここに入札調書がございまして、ナンバ-5の日立造船株式会

社が 42億 7，000万円で落札、こういうことでございます。

その次の工事概要でございますが、まことに申しわけないんでございますが、議案の発送の

際にミスプリントがございました。そういうことで、本日、議場に差しかえということでお配

りしてございますので、それを御参照いただきたいと思います。申しわけございません。左上

の余白に差しかえと書いでございます。

それでは、御説明申し上げます。まず、摘設計画でございますが、処理方式といたしまして
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は、全連続燃焼式火格子焼却炉方式でございます。この全連続とy可いますのは、 2 4時間連続

して運転する、こういうことで全連続と、こういう呼称でございます。

それから施設規模、炉数につきましてはプ リントのとおりでございますが、 4番といたしま

して、 1炉 1系列、これは炉の定期修理、あるいは定期点検のときには、 1炉のみを停止いた

しまして、他の 1炉は原則として常時運転する、こういうことでご ざいます。

それか ら5番の給じん方式でごさ・いますが、 ピット・アンド・ クレーン、こ れにつきまして

は、ごみのピット内に貯蔵されておりますごみを、天井クレーンで各炉に供給し、給じん装置

により定量的かつ円滑に炉内に供給するものでございます。

それから灰出方式でございますが、これも同じくピット・アンド・クレーンでございますが、

灰ピットと鉄分ピットを設置いたしまして、灰クレーンによる灰と鉄分ともに車両に積み込み

ができる、こういうふうな一連の設備でございます。

それから、 7番の灰の熱灼減量 3%以下、こういうことですが、これは焼却後の灰の中の未

燃物の割合を熱灼減量というわけでございます。

それから、 8番目の公害防止基準でございますが、排ガス 基準につきましては、ごみを燃焼

したときに出ます排ガスのばいじん、 これにつきましては、電気集じん機により除去し、さら

に有害成分でございます硫黄酸化物、塩化水素は、有害ガス除去装置で除去します。それから

窒素酸化物につきましては、燃焼管理によって発生を抑制していくと。そういうことで、いず

れも基準値以下にするという内容のものでございます。

それから、イの水質でございますが、水質につきましては、排水は排水処理設備で処理いた

しまして、施設内で冷却水などに再利用いたしまして、場外への排水をなるべく少なくしてい

く、こういう方法をとっております。

それから、騒音、振動でございますが、これは建屋との絡みがあるわけでございますけれど

も、建屋の中にこういうことを配慮、してし、かなきゃいけないんですが、騒音源となります主要

機器は屋内に設置し、消音機あるいは遮音壁、こういうもので滅音してし可く、こういうことで

ございます。

それから、悪臭につきましては、これも建屋との関連もございますけれども、ごみピットの

中から発生します臭気は外部に漏れないように、プラットホームの両側からエアカーテンによ

って遮断するわけでございます。それで、ピット内の臭気は燃焼用空気といたしまして燃却炉
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内に送り、これを高熱で分解して無臭化を図っていく、こういう内容でございます。

それから、 (9)の設備概要でございます。施設全体の運転は、制御用電算機システ ムにより自

動とする、こういうことで、いわゆる総合自動化システムでございます。焼却炉の起動、停止

及び自動燃焼精細]を初め、ごみ、ハイクレーンの全自動運転、蒸気タ ー ビンの発電を含む自変

電、発電設備の自動運転等、施設全体に可能な限り自動化を行いまして、運転操作の省力化を

図っていきたし、と。

それから、イの余熱利用でございますが、焼却により発生した熱はボイラーにより回収し、

タービン発電を行い、工場内の電力等を賄 う、こういうことでございます。ごみの焼却時の熱

を利用いたしまして、ボイラーから発生した蒸気を有効利用し、出力 80 0キロワットの蒸気

タービンを設置いたしまして、 場内の需要電力を補っていく、こういうことでございます。

それから、熱の一部につきましては、場内の給湯設備にも使っていきたいというような余熱

利用の方法を考えております。

次には、新炉建設位置平面図がございます。こ こに新設のごみ焼却施設、こういうことでこ

こに設置していきたいということでございます。

それから、次のごみ焼却施設フ ローシート、これにより まして一連のごみを処理してし吋、

こういうフローシートでございます。

以上、説明を終わります。よろしく御審議をいただきたいと思います。

O議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。石坂勝雄君。

028番(石坂勝雄君〉 このこと、契約関係自体のことじゃないんですが、総務部長

が簡明に、議会運営委員会でもそういうことが言われたということはあらかじめ私も承知して

いましたんですが、建築部門というんですか、簡単に、いわゆるミスフ リントであるとか、差

しかえだというようなことで、金額にしてもかなり大きな問題じゃなし可かと思うんです。しか

も契約案件というようなものをこういうふうに簡単に議案書として送付されるということは、

非常に私も、庶務課ということ等は、総務というか、そこは窓口が広いかもしれないんですが、

単純なミスにしては大き過ぎるんではなかろうかという、今後そういうことの絶対にないよう

つけ加えて申し上げますけれど、ここのところ私、 10日間のうちに、小 さいことなんです

が、あて書きがたとえば石坂勝雄と来て、中身はたとえば森田喜美男となっているという、こ
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ういう受け取る者の側から見れば、どういう感じを受けるかという、いま少し管理職が徹底的

に部下を督励というか、もっといい意味の指導監督をすべきではなかろうか、こういうふうに

思うんです。

先ほどの専決処分のときにも言いたかったんですが、あんまりどうかと思って言わなかった

んですが、幼稚園援助費なんか見ても、非常に統計の完備しているのが日野だというし、また、

今の統計の、何というんですか、データの正確さというのもまた期さなきゃならぬ時代に、非

常に 4歳、 5歳児の把握が悪い。こういうようなことなんか、非常に総務というのは、窓口が

広いせし、かも知らぬけれども、 単純なミスというか、ど うも熱意が足らぬではなかろうか、こ

ういうふうに思うんですが、その辺のところをまず。

この問題、きょうのこのこと、単純なミスということではこういう契約案件は済ませられな

いんじゃなし可かというふうに思うんですが、その辺のお答えを、むしろ市長なり助役から答え

てもらいたい。

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

0議長(高橋通夫君〉

O助役(赤松行雄君)

助役。

御指摘のとおりでございます。議運の中でも御訂正をお願いし

01 9番(市川資信君) ただいま石坂議員からの指摘がありましたよ うに、建物も入

って 42億 7，000万円かなぁと、当初この議案書を配られたときに、私もそう理解して、 大

変安い価格で入札されたんだなあと、これはだれしも思 った ことだろうと 思うんです。

それで、特に私がそういうふうに思います裏には、大変この入札に関しまして、私どもにい

ろいろの角度から、いろいろの意見、情報が入ってきておりました。ゆえに、今の石坂議員の

指摘したミスプリは、ただ単なるミスプリでなくて、いろんな意味でやはり深い意味を議員に

は持たされたと言わざるを得ないんであります。

それで、この議案の提出に伴いまして、まず、これは総務委員会に付託されるということを

聞いておりますので、まず総務委員の方々に聞いていただきたいという点と、まずその前に 1

点、理事者に、この入札に関して非常に金額も大きいですし、十介なる事前調査等をされてこ

の結果に及んだと私も思いますが、聞くところによると、指名が 7社あったという中で、 1社

が入札に外されておったと。その外された理由は一体何なのか、それが質問の一点でございま

す。まず、それをお聞きして、さらに再質問させていただきます。

0議長(高橋通夫君) 助役。

0助役(赤松行雄君) こういう機械炉という種類のものにつきましては、ど この地方

公共団体も設計能力というもの等を持ち合わせていないわけでございまして、それぞれこうい

う機械メーカーそれ自体が掘り起こしてまいりましたところの発明、工夫とか、パテントとい

うものの上に技術が成り立っておるわけでございまして、そういう日本の圏内におけるところ

のごみ焼却のプラントメーカーの方々にお願いしまして、いろいろと技術的な提携といいます

か、調査を行ってまいりまして、 59年、ことしの 2月20日11社から 7社にしぼったわけ

でございまして、この 7社から設計見積りを提出していただき、その設計見積もりの上に日野

市の、要するに仕様書というものの上に立ちまして、この 7社からそれぞれ日野市の 110ト

ン、 2基の設計を提出してもらったわけでございまして、 59'年の 4月18日から 26日にわ

たりまして、私が長となりまして、それから清掃部、それから建設部、それぞれの技術者に入

っていただきまして、この 7社についての技術審査のヒアリングを行ってまいったわけでござ

います。

その結果としまして、 5月7日に 7社のうちから 6社というふうなことに相なったわけでご

た次第でございます。建屋は分離発注ということになっておりますし、御指摘のように、大変

建屋にしましても高額なものでございます。それがミスプリントというふうなことでお願い申

し上げまして、説明を差しかえさせていただいておるわけでございますけれども、総務部長の

方も、ミスプ リントという ふうなことを、議会用語という形で申し上げているんではなし可かと

思います。考え方の中身は、やはり慎重に取り扱うべきものという考え方は持っておるわけで

ございますし、今後こういうふうな誤りのないように重々気をつけ、指導していきたいと思い

ます。

非常に、おっしゃるとおり、この工事それ自体、機械炉だけ見ましでも 42億というよう

なことで、建物もそれに匹敵するほど高価なものでございます。工事概要の取り扱いにしまし

ても、御指摘のとおり慎重に扱うべき、軽々なところがございますので、差しかえのお願いと

いうことになったわけでございまして、十分気をつけていきたし、と思っております。

総務部長の方は議会用語として申し上げておりますので、軽く聞こえるようでございますけ

れども、心から今後はそういうことのないように十分気をつけてまいりますので、何分のお許

しをいただきたいと思います。
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ざいますけれども、その技術審査の経過の中で、特別に申し上げることはないわけでございま

すけれども、日野市でもちまして、この機械炉を採用しましたといいますのは、現在は機械炉

と、それから熔融炉と、それから流動床と、こう三つあるわけでございます。それで、流動床

と熔融炉というのは、誕生しまして、まだ、そう年月、技術的な歳月がたっておりません。非

常に長い年月を経てて定評がございますのは機械炉でございますし、それから日本のプラント

といいますか、ごみ焼却の中で 86%を占めるのが機械炉の普及炉でございます。それから、

東京都がすべてこの機械炉でございます。

そういうふうな中で、機械炉という方向づけをしたということについては、長い実績と、そ

れから ランニングコストとか、運転する上での安定性とい うものが前提になって技術的な審査、

技術審査委員会での ヒアリングをやったわけでございます。こういう中で、 1社につきまして

は、申し上げますと、非常に実績に乏しいところがあるというふうな状況の中から、 7社の中

から 1社だけが技術審査委員会の中で下りていただいた、こういうことでございます。

それで、実績が少ないというのは、市民の一般的なごみについての炉について、そのメーカ

ーは、さっき言いました回転炉というものでございます。回転炉という方式でございまして、

この回転炉につきましては、 まだ日本の圏内で都下で 1市、それから広島でしょうか、 1基と

いうふうな実績があるだけでございますので、長い間の実績と安定的な運転ということを考え

てみた場合に、ちょっと実績に欠けるものがあるというふうなことで、 7社から 6社に、 1社

の方によく話し合いをした上で下りていただいた、こういうものでございます。

以上でございます。

O議長(高橋通夫君) 市川資信君。

01 9番(市川 資信君) 7社にヒアリングをして、 1社下りていただいて 6社で競争

入札したと。 7社にしぼった時点で、これが回転炉であるということは十介察知していたわけ

ですが、その点はどうなんでしょうか。

0議長(高橋通夫君) 助役。

。助役(赤松行雄君) 厚生省の構造基準からし可きますと、回転炉、キルンとも言って

いるわけでございますけれども、回転炉も機械炉という厚生省の構造基準では機械炉というも

のの範暗に入るものでございますので、 11社から 7社に機械炉分野として絞ったときは、や

はり回転炉も機械炉の範暗に入る、 要するに厚生省基準に入るものとして 7社の中に入れて技

術審査を行ってきたわけでございます。

そういう点で、回転炉だからだめだということじゃなくて、国内における実績が、広島で 1

市ですか、東京都下で 1市というふうな状況でございます。

それから、それ以外は産業廃棄物を燃やすという点での実績は幾つかあるわけなんです。で

すけれども、一般の家庭から出る生ごみとか、ごみ、そういうものを燃やす実績としては、さ

っき言いました広島県下と東京都下にしかないわけでございますので、実績の面で少ないとい

うことは、技術面でももう一工夫ということがあるのかなというふうなことで、いろいろ話し

合いの上で辞退していただいた、こういうことでございます。

。議長(高橋通夫君)

01 9番(市川資信君 )

市川資信君。

実績が少ないから辞退していただいたというお答えでござい

ますけれども、少なくとも、大変大きな金額の焼却炉建設に関する、お金の半分を出す厚生省

が、この構造指針の中で認定しておる機械であります。少なくとも、そんなでたらめな機械に

補助金等を出すはずがありませんし、厚生省できちっと認定されている機械であります。それ

らを回転炉だから、要するに従来の方式と違うから安定度がまだわからない、こういうふうに、

今、助役がおっしゃられるわけですけれども、それでは従来の炉が本当に安定炉であ ったのか

どうか、私はまことに疑問に思わざるを得ないんであります。

これは、 後ほど総務委員会の方へお願いしようとしたんですけれども、こ このとこ ろに秦議

員の、この本議会における議場での発言の議事録があります。この中で、大変いい点を指摘し

ているわけでございますが、 46年から 57年度までに毎年オーバーホールをやっております

と。それで、いろんな故障の個所、 電気集じん機の修理とか、いろいろとある。その中で特に

れんがの修理というものは憤段と時間とお金が一番かかって、建設した費用が 4億 3.000万

円であるのに、実に修理費が 7億 8，359万円もかかっている、という経過であるわけです。

それで、今回も聞くところによると、やはりれんが等を使っているそうでございますけれど

も、私はこの新しい焼却炉がどの程度の優れたものであるかはわからないけれども、少なくと

も発想の転換を図った、非常に聞くところによると性能等もいい、価格も安いということを聞

いている中で、 ヒアリングまでした中で、指名競争入札から除いたということに対して、非常

に疑問を抱かざるを得ない。

したがいまして、総務委員会において、まず指名 7社の見積もりを提出させていながら入札
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に参加できなかった確固として理由というものを、まず追及していただきたいということと、

見積もり提出を 7社が出した、その金額を全部出していただきたい。それが 2点目であります。

それからもう 1点は、これは秦議員も指摘しているわけですが、機械炉の土木費用、あるい

は設計料を含めて一般的に言って 1，50 0万円がトン当たりの建設費であると。これは、今の

大貫清掃部長が答弁しているんでありますけれども、これに発電機をつけ加えると、基本的に

は多少の誤差はあったとしても、基本的に厚生省あたりがはじく建設費は トン当たり 2，000

万円であるという数値がここのところにも出ておりますし、私の調査でもはっきりそうなって

おります。

0議長(高橋通夫君) 清掃部長。

。清掃部長(大貫松雄君) この施設については、市の能力では非常に積算の金額を出

すのは難しいものでございます。ということで、これは 52年に厚生省の方の通達で、たとえ

ば 3社以上の見積もりを取って、そして 3社以上ですから、その上下を外した中間の金額を、

各、たとえば電気系統とか、そういう一つの施設の部分的なものから積算をしたものを、価額

というんですか、設計金額というんですか、そういうふうにしなさいということで、当初、私

の方で、 7社にお願し可をしまして、そして一応 59年度以降の予算ですか、その金額をはじき

出した次第でございます。

以上でございます。とすると、今回の 220トン掛ける 2，00 0万円でいっても、これは土木費も全部入ってい

る金額でありますから、土木費も設計費も全部入っている金額と、まあ 44億ということなん

ですが、それから計ってみても非常に高い金額である、 1 5億円ぐらい私の推定だと高 くなっ

ておる。土木費が入るとです。一体、ではそれはどうしてこんなに高くなってしまったのかど

0議長(高橋通夫君)

08番(馬場弘融君)

馬場弘融君。

ということは、内部的に市の職員といいますか、業者とは全然

んでしょうか。

別個の形で、大体これくらいの金額になるであろうというふうな積算をする努力はしなかった

うかということであります。

それと、総務委員会で調査 していただきたいところは、私が聞くところによると、このメー

カーが見積もりのときに一番安かったと。一番安かったメーカーが指名から除かれておるとい

うことに、私は一番重大な問題があるんだと思うんです。それで、なぜ一番見積もりの安か っ

たところが除名されたのか。機械的に欠陥があったのかどうか。単なる、今助役が言ったよう

な不安定だからというようなことだけで除名されているのかどうか、といった点を、総務委員

会において篤と討議していただいて、さらに総務委員長の報告の時点で再質問 させていただき

0議長(高橋通夫君 〉 清掃部長。

。清掃部長(大貫松雄君) 先ほど言いましたように、この施設に対しては非常に金額

の積算の 出し方は難しいんですけれども、金額そのものははじき出すのが難しいんですけれど

も、内容としては、要するに仕様書等は、私どもの職員が、東京都の指導を得ましてっくりま

した。確かに個々の金額については、そこまでは出してございません。

0議長(高橋通夫君)

08番 (馬場弘融君)ます。

O議長(高橋通夫君)

馬場弘融君。

それでは、この入札のときに、 2回行われているわけですね、

馬場弘融君。 それで、いわゆる最低制限価格のロア一・リミットというのを設けましたか。

08番 (馬場弘融君) ただいま市川議員の方からかなり具体的な質問が出ましたので、

重なる点は避けますけれども、私、この 42億からの大きな金額、日野市でも初めての巨額の

工事契約ではないかというふうに思うんですが、一般の建設物とは違いまして、非常に特殊な

契約であるわけです。

そういう場合に、予定価格といいますか、市として大体この契約がこのくらいの金額であろ

うという ふうな予定価格をつく ることになるわけでありますけれども、その辺の設定がどのよ

うに内部でなされたのかということを、まずお伺いをしたいと思います。

0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

助役。

市の契約といいますか、請負契約に出す工事につきましては、

予定価格、それから最低制限価格というのをほとんど設定するわけでございますけれども、こ

の工事につきましては、国側の一つの指導がございました。

そういう状況の中で、その指導に沿いまして、先ほど清掃部長から申し上げましたように、

いろんな価格の、 要するに設計にしましでも、それぞれ業者の見積もりを出させた中で、その平

均値をずっと取ってきたと同じように、入札時におけるところの最低制限価格の設定につきま
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しては、こういうのがあるわけなんです。環境衛生施設整備費補助事業の適正執行について、

というふうな指導がございます。

それで、価格の設定につきましては、上下をそれぞれ除いた、ここで言いますと 6社のうち

4社の中庸をとった平均値と。

と同時に、最低制限価格については、お互いの競争の努力ということで設けるな、という方

向の指導でございます。

それで、これにつきましては、すでに完成しましたけれども、 80キロの処理場の場合にも、

最低制限価格を日野市ではあの時点で設けたわけでございますけれども、あの種のものにつき

ましては、今後設けないようにという指導を、その時点でも受けたわけです。そのときには、

設定しましたけれども、 今後は設けないようにと。それで、今度ははっきり、 58年の 7月7

日 160環境第 67号」というふうな指導で、そういう下ざやといいますか、そういうものは

設けずに自由競争という形での指導があっ たわけでございまして、それに従いまして処置 した。

予定価格の設け方も同様でございます。

0議長(高橋通夫君) 馬場弘融君。

08番(馬場弘融君) 今の助役の答弁を伺っており ますと、先ほど私ども市川議員が

質問したことと微妙に関連をしてくるわけです。

というのは、私は今これ以上申し上げませんが、総務委員会でじっくり審議をしてほしいん

ですが、つまり、こういう難しい工事になりますと、内部できちっと金額を出すことが困難で

ある。そうなりますと、業者を少なくして、その業者にすべてをお任せをする、あるいはその

平均値を出すということになりますと、かなり業者の言いなりの金額に決定をされるおそれが

多分にある‘ということであります。ですから、この辺の金額がきちっと内部でも検討された

上で、これでいいというふうになっているのかどうか、ということも含めて、 42億からの金

額でございますので、総務委員会ではぜひその辺の内部での金額の検討がよくなされていたか

どうかも、十分御審議をいただきたいというふうに思います。

以上です。

O議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

018番(古賀俊昭君) 幾つかお聞きをします。

先ほど総務部長の御説明のときに、余熱の利用のことで、タービンで発電を行うということ

と、給湯を考えているということをおっしゃったんですが、私ども先般、厚生委員会 と廃棄物

の特別委員会の合同で、町田市の焼却炉を視察に行きましたときに、冷暖房もその余熱を利用

してやっておりました。この腕設においては余熱の利用ということは発電と給湯だけなのか、

それを--:k)お伺いをいたします。

それから、職員の方の配置のことなんですが、大変難しい工事で、多額のこれだけの建設費

を費やしてやる事業の内容でありますので、建設途中の現場でこの工事を監督といいますか、

管理 してし可かれる職員の方も大変だろ うと思うんですが、これはどういうふう な体制で この工

事に臨んでいかれるか、市側の責任、管略体制というものはどうなっているか、ということを

お聞きいたします。

それからもう一つは、完成後のことでありますが、 63年、ですからまだ 3年先になるんで

すが- 62年の完成ですので 3年後になるんですが、現在対応しておられる清掃課の職員の

方、そのままの並行異動といい ますか、形でこの新炉の完成後も対処していJう3れるか。先のこ

とになりますが、どのように今お考えになっているか、お聞きをいたします。

。議長 (高橋通夫君) 清掃部長。

。清掃部長 (夫貫松雄君) まず、 1点の余熱の関係でございますけれども、先ほど総

務部長が説明しましたように、発電は 800キロワットでございます。そういうことで、現在

計算上で考えておりますのは、たとえば 1，500カロリーの場合、ごみ質ですけれども、この

場合、焼却炉に対する消費電力は 380キロワットでございます。そうしまして、発電能力と

いうのが 800ですから、 420の余剰電力はございます。ございますけれども、考え方とし

ては、これを場内の施設に消費をするということの考えでございます。そういうことで、特に

余熱利用の給湯のほかに、冷暖房、これは現在は電気で行うということで、考えておりません。

それから、職員の配置でございます。これは確かに大きい工事でございます。そういうこと

で、私どもも、特に清掃部の事業課が中心になりまして、現在、課長、係長以下施設関係の技

術職員を 2名、それから電気系統の職員を 2名、それでその中に電気関係の大学を出た職員が

現場に配置されておりましたけれども、それをあげまして、 1名増員をしていただきまして、

それを今度の新炉のそういうふうな関係の方に回した、ということでございます。

それから、建屋関係でございますけれども、これは現在建設部の方にお願し1をしまして、建

屋関係の職員は建築課の方からお願いをする、ということでございます。
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それから、完成後の人員対応でございますけれども、これは現在 24動をしている中では、

1班 5名の体制で行っております。これは、完成後も同じ人数で行うということでございます。

以上でございます。

。議長(高橋通夫君) 古賀俊昭君。

01 8番(古賀俊昭君〉 私は専門的なことはわかりませんが、今、余熱の利用のこと

なんですが、町田の場合、たしか煙突から出る熱を回収をして、 それで冷暖房に充てています、

という説明を聞いたんです。部長も御記憶だと思うんですが。ですから、より効率的な椀設の

運営という ことで、コストの面にも、長く使っていくわけですからはね返ってまいりますので、

ひとつ御検討をいただいた方がいいんじゃなし 1かなというふうに、今考えておりますので、お

願いをしたい と思います。

それから、建設中の職員の方の配置のことはわかりましたが、非常に高度な知識と、それか

ら技術についても経験を積んだ方がやはりいらっ しゃらないと、なかなか難 しいのではなし可か

なというふうに思いますが、それで、い まおっしゃいました職員の方、電気関係の方もいらっ

しゃるということで、個別に対応はなさっているようでありますが、それで十分というふうに

お考えになっているかどうか、もう一度お聞かせいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君〉 現在の職員、先ほど言いましたように、対応はやっていく

というふうに思っております。

0議長(高橋通夫君) 川嶋博君。

01 4番(川嶋 博君) 新しい施設の更新につきましては、それに当たっては効率的な

ことをまず考えなくちゃいけない、これは当然のことなんですけれど、それについて、今、人

員の ことにつきましては、古賀議員の触れたことで、これは後ほどにしまして、能力につきま

しては、既設の能力は 240トン、新しいのは 220トンと、ここに書いてあります。これか

ら市民の人口の動向の問題、そういうことを含めて能力は 220トンで決められた理由、その

0清掃部長(大貫松雄君) まず、現在の施設は、確かに 1炉 120トンが 2基ですか

ら、 240トンの施設でございます。それが今度の新しい施設では 110トンが 2基というこ

とで 220トンですから、 2 0トン小さくなるわけでございます。

そういうことで、現在の、大体、今十二、三年前の施設でございますけれども、 240トン

にした理由はちょっと私、定かではございませんけれども、今度の新しい炉の規模に設定した

ものは、 1日、大体現在 90トンか ら95トンの搬入のごみがあります。そう して、これから

将来人口という ことで、これは一応組成分析等を調査した中で、将来人口を出したんですけれ

ども、それを 68年に 16万 8，000人というふうに見ました。そうしまして、市民 l人のご

みの出す量が、 611グラムでございます。そうしますと、現在新しくつくる炉の計画の規模

で、十分賄うというふうに判断をした次第でございます。

それから、耐用年数は、国の方も補助対象は 15年ということでございますので、一応、 15 

年ということを申し上げたいと思います。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 川嶋博君

それから、この施設の耐用年数は、何年ぐらいに見ているのか、この点について質問いたし

ます。

0議長(高橋通夫君) 清掃部長。

o 1 4番(川嶋 博君) そうしづ、ただいまの答弁の中にありましたように、それで現

在の、こ れから 15年 というような長期にわたって、この能力でいけるということが確認され

れば、それで結構です。

それから、あと人員につき ましては、先ほどの答弁の中で、現行の人数が移行ということが

ありましたけれど、実際は、これだけの予算を使って、新しい施設を取り入れた中に、人員の

効率、 5人でしたら 4人または 3人でできる、自動管理をするというようなことも、できない

ことはないと思います。いずれにしても、そういうことを基礎として考えを入れて、こういう

施設を考えるべきではなかったのか、そういうふうに私は思います。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 衛生処理場ごみ焼却施設の建設という事業は、金額におきまし

ても、日野市が過去に経験をしなかったほどの大きいプロジェクト事業でございます。

費やしました年月も 3年以上、まずプロジェクトチームをっくり、それからコンサルタント

に委託をし、基本構想、基本設計、これらからだんだんと実現に向けてまいりまして、ようや

く今日の工事契約の議案として御審議をいただくところまで、持ってまいりました。

点。
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ほんの先日、この工事を予定いたします、かつては犬の管理事務所であったところでありま

すが、東京都の動物管理事務所も一昨日、私どものお願いを聞き受けていただいた形で、大変

りっぱな近代的施設にっくり変えられまして、関所式が行われました。

確かに日野市の能力、これは技術面におきましても、いろんな面におきましでも、非常に重

要な事業でございましたし、また、担当部におきましても、鋭意これまでいろいろな勉強もし、

付帯施設等におき ましても、相当能率ないしは効率ということを考えてまいった、という ふう

に見ております。

アセスメントにおきま して も、大きな指導報告を受けておりますが、これ らのすべてをクリ

アーし、その問、東京都の清掃局指導部、ある いは厚生省の御当局、いろいろな御指導も直接

いただきまして、ここまで到達しており ます。

また、 3年間を要する継続事業でも ございますから、その問に も管理上の問題、それから工

事の運びの問題、いろいろ伴ってまいると思っておりますけれど、担当者を中心といたしまし

て、私どももこの事業の遂行のために、懸命の努力を払う所存でございますので、御理解を賜

りたいと、一言つけ加えさせていただきます。

0議長(高橋通夫君) ほかに御質疑はありませんか。

なければこれをもっ て質疑を終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければ‘これをもって意見を終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第 40号、日野市衛生処理場ごみ焼却施設建設工事請

負契約の締結の件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認め、総務委員会に付託いたします。

これより議案第 41号、日野市監査委員の選任の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

(市長登壇 〕

0市長 (森田喜美男君) 議案第 41号、日野市監査委員の選任についての件の提案理

由を申し上げます。

本議案は、日野市監査委員の選任の件で、地方自治法第 196条第 1項の規定に基づき、議

会の同意を求めるものであります。
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議案書のとおり、住所、日野市多摩平五丁目 21番地の 5、氏名、高崎克好さん、生年月日

は昭和 4年 5月23日であります。

再任ということでございますので、よろしくお願いをいたします。

0議長(高橋通夫君 ) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。 なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件は原案のと おり決するに御異議ありませんか。

C I異議な し」と呼ぶ者あり〕

。議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 41号、日野市監査

委員の選任の件は原案のとおり同意されました。

これより議案第 42号、日野市固定資産評価審査委員会委員の選任の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇 〕

0市長 (森田喜美男君) 議案第 42号、 日野市固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついての件を申し上げます。

本議案は、日野市固定資産評価審査委員会委員の選任の件で、地方税法第 423条第 3項の

規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。

議案書のとおり、住所、日 野市大字日野 7773番地、氏名、大塚和郎さん、生年月日、昭

和 5年 7月29日であります。

審査会委員をお願いいたします同氏も再任でございますので、よ ろしくお願いいたします。

O議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって議案第 42号、日野市固定

資産評価審査委員会委員の選任の件は、原案のとおり同意されました。

これより日程第 8、日野市選挙管理委員会委員及び同補充員の選挙の件を議題といたします。
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お諮りいたします。選挙の方法につきましては、地方自治法第 11 8条第 2項の規定により、

指名推選によりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって選挙の方法は、指名推選に

よることに決定いたしました。

お諮りいたします。指名の方法については、 議長において指名することにいた したいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めます。よって議長において指名すること

に決定いたしました。

日野市選挙管理委員に山田松治郎、日野市大坂上二丁目 2番地の 7、明治 44年 9月 21日

C i異議なし」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長する ことに

決しました。

お諮りいた します。 議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異議あり

ませんか。

C i異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 2時 51分休憩

午後 6時 12分再開

0議長 (高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

生。

これより議案第 40号、日野市衛生処理場ごみ焼却施設建設工事請負契約の締結の件を議題

といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

O総務委員長(竹ノ上武俊君) 先ほどの本会議で総務委員会に付託されました議案

同じく 斎藤俊一、日野市大字万願寺 125番地、大正 3年 3月 17日生。

同じく朝倉睦郎、日野市落川 345番地、大正 12年 12月 10日生。

同じく守屋聴英、日野市三沢 672番地、 昭和 4年 3月 7日生。

同補充員 1番、黒田栄助、日野市多摩平一丁目 14番地の 13、大正 15年 5月 13日生。

2番、井上信衛、日野市 日野本町四丁目 11番地の 12、大正 12年 12月 7日生。

3番、山田陽一、日野市豊田三丁目 12番地の 1、昭和 5年 2月 23日生。

4番 鈴木 薫、日野市平山五丁目 1番地の 9、昭和 4年 11月 4日生の諸君を指

名いたします。

ただいま議長において指名いたしました諸君を当選人と定めることに御異議ありませんか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よってただいま指名いたしました

諸君が、日野市選挙管理委員会委員及び同補充員に当選されました。

ただいま当選されました諸君に、本席より会議規則第 32条第 2項の規定により、当選の告

知をいたします。

お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思いますが

これに御異議ありませパノか。

第 40号、日野市衛生処理場ごみ焼却施設建設工事請負契約の締結について、 審査報告を申し

上げます。

総務委員会では、本会議でも種々質疑がございましたが、こ ういうものも受けまして、各委

員から慎重な審査が行われました。

質疑の中では、今回の焼却施設の業者選定についての基準、こ ういうものは厳しくやってい

るか、という観点からの質疑、また、入札前に各業者を事前審査をしたかどうか、こういう質

疑、あるいはまた、業者についての実績だけではなく、業績についてもよく調査しているかど

うか、このような質疑がなされました。

これらに関しては、市当局からは、機種選定についての説明がございました。機種選定につ

いては、用地や土地の関係、それから維持管理費の問題、建設費の問題、また、公害を防止で

きる力があるかどうか、それから安全性、安定性、あるいは実績、現有の焼却施設の新しい施

設への活用、この度合いがどうか、さらにまた、残灰などの処分地との関係、こういうものが

研究されまして、種々検討した結果、機種の選定ということを行ったという報告でございます。
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なおまた、市の技術審査会では、保守的かもしれないが安定ということを最も重視して選定

をした、という答弁でございました。事前審査各業者の検討につきましでもるる資料を取り寄

せて調査をした、ということでございます。中には、 1年短期で赤字を出した企業もあるとい

うことでございますが、これも現在経営は建全化の方向にある、という御報告でございました。

なおまた、さらに予定価格というものを 7社なりについて公表できないか、という質疑がご

ざいました。これについては、市当局の方は、全国市町村の考え方もあり、企業と自治体との

信頼関係ということで、予定価格というものは発表が( r見積もり価格だよJと呼ぶ者あり)

ええ、見積もり価格については、発表ができないという事情の説明があったわけでございます。

それからまた、庁内において最底価格など見積もりの基準について設定し、示すことはでき

ないのか、という質疑もございました。これについては、現在の日野市の能力をしては、大き

な施設であるので、つくることができない、したがいまして、東京都や厚生省の指導に基づい

てそういう点は考えている、という答弁でございました。

0議長(高橋通夫君) これより質疑に入ります。滝瀬敏朗君。

029番(滝瀬敏朗君) 今、委員長の報告の中で、環境整備を万全にしていくんだ、

こういうふうな質疑がなされたそうでありますが、これにつきまして、環境整備をどういうふ

うに具体的にしていくんだと、この辺を、なければ市長部局の方で説明していただきたいと思

t ¥ます。

以上のような質疑を繰り返しまして、質疑も尽きましたので、意見発表ということになった

わけでございます。

採決の結果は、多数決で原案可決と決しました。

なおまた、当総務委員会と いたしましては、今回の可決に当りまして、日野市当局に、次の

3点を強く意見として要望することを決定した次第でございます。

第 1点は、今回の施設建設に当たりまして、環境整備を万全を期してほしい、という点でご

ざいます。

第 2点は、今回の施設が非常に高度なものであり、また、規模も大きい。そういう点で、特

に発電設備に有資格者または有経験者を 1人つけてほしい、という点でございます。さらに機

械関係の技術者につきましても、もう 1人増員する必要がある、そういう条件を整えながら、

建設工事を安全に進めさせること、また、業者への厳しい監督指導を行うこと、こうし 1う立場

を貫徹していただきたい、という点でございます。

第 3点は、最近の技術の進歩に対応した職員などの体制、あるいは考え方の点で、技術進歩

ということに即応するような方向で、今回の施設を建設していただきたい。

以上、 3点を意見として付しまして、先ほど申し上げましたとおり多数決で原案可決と決し

ました。慎重な御審議をいただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) この点については、詳しt¥質疑というよりも、今回

の焼却施設の性格からして、意見、要望という形で強く出されておりますので、具体的な点が

あれば担当者の方から御答弁いただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君) 施設の環境整備ということで、まず第 1には大気汚染、そ

れから第 2点は水質の汚濁、それから第 3点目には騒音、それから第 4点目には振動、それか

ら第 5点目には悪臭、それから第 6点目には景観、こういうふうなものに対しての対応を行い、

たとえば、一つの例でございますけれども、悪臭の場合は現在のごみのピット、要するに収集

車が来まして、ごみのピットにごみを落とすわけでございますけれども、そこの場所が現在は

要するに屋根だけはついておりますけれども、外気とのそういうふうな閉鎖はしてございませ

んO

そういう中で、エアカーテン等を配しまして、そして収集車が中でごみを落とす場合に、外

にそういうふうなにおいを出さない、そういうふうなものを万全を期していくということで、

環境整備の万全ということでございます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 滝瀬敏朗君。

0 29番(滝瀬敏朗君) 当然あの地域には、これから終末処理場もできるわけであり

ますし、そういう焼却炉もできるというふうなことで、地域住民にとりましては、大変いろい

ろ問題が出てくるんではなかろうか、こういうふうに思うわけです。

そこで、聞くとこ ろによりますと、大分熱利用といいますか、蒸気ですか、お湯がたくさん

出るといいますか、そういう利用方法、こういうことも考えていっていただきたいというふう

に思いますが、これは先ほ ど申し上げましたように、地域の処理場もできる、そういうふうな
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関係で、そういう中に含めた中での考え方といいますか、そういうものは検討されたかどうか、

その点お聞かせ願いたいと思います。

0議長(高橋通夫君) 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君) 施設によっ ては温水プーノレ、それから地域の住民とい う

か、住宅に対しての給湯等行っているわけです。

ということで、私どもの方もそういうふうな観点から、一応検討いたしました。そうして、

その中で、非常にあすこの場合には日野高校、それから将来流域下水道が西側にできるという

中で、給湯と、ちょっと現状としては不可能ということの中で、余熱利用としてタービンの発

電を行って、施設の中の電気量、そういうふうなものを検討しました。

ということで、確かに地元に対しての還元は直接にはございません。地域的に検討した結果、

ちょっと不可能だと いうことでございます。

以上でございます。

0議長(高橋通夫君) 滝瀬敏朗君。

0 29番(滝瀬敏朗君) 先ほど申し上げましたように、地元に対する迷惑というものは

相当のものがあるわけですよ。それで、直接地元に関係がないということでありましたら、そ

んなものと、っかへ持っていってもらいたいと思うんです。反対いたします、私は。

そういう考え方じゃなくて、いま言ったように、将来、処理場もくるというふうなことで、

大変迷惑がかかるわけでありますから、聞くところによりますと、立川あたりは 75世帯でし

たか、給湯をしているんです。それで、給湯の施設というものを、遠くまで、持っていけないと

いうふうな話でありますけれども、立川あたりは、相当の距離を給湯しているんです。それ、

できないんですか、そういうことが。

0議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御指摘の、今回の工事外の事業といたしまして、地元に対す

るサービスということは大変重要な問題だというふうに考えております。

したがいまして、能力の及ぶ限りのそういう配慮、もしなきゃならない。この工事そのもので

はございませんが、あわせて地元に対する環境関係の配慮を十分しなきゃならな い。これは下

水道処理場の問題とあわせて、将来の大切な計画にまとめていきたい、このように思っており

ます。
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0議長(高橋通夫君) 滝瀬敏朗君。

o 2 9番(滝瀬敏朗君) 今、市長の答弁でわかるわけですけれども、ぜひひとつ、迷

惑がかかるわけでありますから、絶対にこれは迷惑がかからないように検討をしていただきた

い。強く要望しておきます。(r議長」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 総務委員長。

0総務委員長(竹 ノ上武俊君) ただいまの質疑に関連いたしまして、委員会の方も

環境整備という意味は、水質とか悪臭とかいうことだけでなくて、そういう住民との関係のこ

とを含めた要望でございましたので、重ねまして、市当局にお願いしておきたいと思います。

O議長(高橋通夫 君 ) 川嶋博君。

o 1 4番(川嶋博君) 質問の内容は、直接厚生委員会の方かもしれませんけれど、

一応焼却施設ということで質問いたします。

年末年始にごみ焼却については非常に能力不足だったかもしれないけれど、ごみの山になっ

て非常にそれが長期的に置かれる、臭気がある、というような問題が、今までの施設にはすで

に起きております。この問題について、新施設についてそういう問題を考慮する、というよう

な質疑がなされたかどうか、質問したいと思います。

0議長(高橋通夫君) 総務委員長。

0総務委員長(竹 ノ上武俊君) 年末年始のごみと新施設の関連については、審議し

ておりませんので、そういう点の配慮があるかどうか、担当部長に聞いてみたいと思いますが、

よろしゅうございますか。それでは、よろしく部長お願いします。

0議長(高橋通夫君) 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君) 年末年始のごみということで、一昨々年ですか、 3年前ご

ろ、処理場のピットにあふれで大分悪臭もございました。

そういう中で、 24動体制も行いましたし、それから新しい処理施設は、ピットが4，0 0 0 

立米ということで、約 4日間の貯留ができます。今のピットは、大体 2日程度で満杯になりま

す。ということで、かなり今のピットよりも大きいピットができますんです。年末年始には、

そういうふうなものもなく、われわれも 30日まで出動して行っております。そういうことで、

万全を期していきたいと思っております。

0議長(高橋通夫君) 川嶋博君。
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o 1 4番(川嶋 博君) 今の答弁で了解いたしました。配慮されているということで

確認しました。

O議長(高橋通夫君) 市川資信君。

o 1 9番(市川資信君) 総務委員会、御苦労さんでございました。

私は総務委員会に付託される前に、何点かの質問を本会議においてしておきました。大変長

い時間、総務委員会も慎重審議をされたわけでございますが、残念ながら私が質問した点につ

いて、質問漏れ、あるいは資料提出の面も提出されなかった、という点があったわけでござい

ます。

したがいまして、それらについて再度質問を留保してございますので、質問さしていただき

たい、かように存じます。

まず、 1点目でございますが、総務委員会でも資料要求したところが、管財課長から、見積

もり予定価格については、 一般自治体において公表しないのがたてまえである、というこ とで

ございます。しかし、私は、今回問題ありということで質問しているわけでございます。議員

として質問しているわけでございます。議員が議場で質問、資料要求して、その資料要求の提

出が出されないということは、議員のいわゆる審査権を無視していることであると。われわれ

のパックには、市民がみんなついているわけです。市民がそういった疑惑に対して解明するた

めにわれわれが代表として出ている以上、要求した資料は、いかなることがあっても出してい

ただきたい。これが 1点であります。

ましてや、今、地方議会においても情報公開制度等がうたわれている中で、日野市において

もそういった発言が各議員において随所に出されているわけです。入礼予定価格が出されなく

て、私は、除名された業者が一番安い価格で入っているんだ、ということがはっきりしたわけ

ですから、 はっきり言っ ているんですから、私もいいかげんな発言を している覚えはありませ

んo 確固たる自信があるから言っているわけです。まず、その資料要求をきちっと出してもら

いたい、ということを質問します。

階では、市の方が断るということで、そこまでいかなかったわけでございます。さらに突っ込

んで、情報公開との関連までいけばよかったんですが、総務委員会では、そこまでの審議は し

ておりませんので、以上のような経過でございました。

その後の問題については、全議会という形、ある いはもし理事者で答弁があれば、御答弁い

ただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 総務部長。

。総務部長(伊藤正吉君) 積算資料の資料要求についてのお答えでございますが、

これにつきましては、 管財課長から総務委員会の席では企業秘密、こういう ことでお出しでき

ない、こういうことで御回答申し上げているわけでございます。

今回の 6社につきましでも、それぞれ方式等が違ってまいります。そ ういう形の中で、いろ

いろ企業秘密に属することもある、ということが判断されたわけでございますので、資料要求

については、いわゆる企業秘密に属する 、こうし可うことでござし可ますので、 資来十要求には応じ

られなし¥こういう ことでお返事を申し上げたわけでございます。

。議長(高橋通夫君) 市川資信君。

01 9番 (市川資信君〉 総務部長、今、 予定価格が企業秘密だと。企業秘密というの

は、ノウハウのことを言っ ているんですよ。何でも見積も り予定価格が企業秘密なんですか。

いわゆるパテントを持っているものが企業秘密なんです。これをうっかり出すと、やはり他社

にまねられる。

何で予定価格が、もう入札価格が出ているじゃないですか。 予定価格が何で発表できないん

ですか。なんで企業秘密なんですか。企業秘密の具体的な内容を話 してくださいよ。

0議長(高橋通夫君) 総務部長。

0総務部長(伊藤正吉君) 具体的に各炉の方式につきましでも、ある部分につきまし

ては、各社とも研究介野が相当ございます。それで、各社ごとにい ろいろ方式が違っているわ

けです。その中には、やはりパテントを持っている個所もございます。そういうことで、総合

的に積算されていきますと、先ほど申し上げたような形の中に該当してしまう、こういう判断

が働いたわけでございます。

0議長(高橋通夫君) 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君) 委員長で答弁できる範囲だけ答弁いたします。

総務委員会におきましても、入礼前に予定価格を発表するのは困難だけれども、入礼が決定

した後は公表 してもいいではないか、という要望があったわけですけれども、総務委員会の段

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

0 19番(市川資信君 ) 私は炉だとか、かまがどうだとか、そんなことを聞いてるん
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。議長(高橋通夫君) お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩いたしたいと

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

01 9番(市川l資信君) ただいま助役から、どうしても積算価格を公表することがで

きない、こういった姿勢そのものが、私は大変いけないと思うんです。私もこの体憩時間に会

派の部崖へ戻っていろいろと議員との懇談の中で、灰聞するところによると、いろんな各議員

がそれなりの意見、私見を申しております。そういうものが、そもそも、私は別に疑惑がある

とか、何かそういうことじゃなくて、やはり議会というところは、ガラス張りで、きちっと整

理したものを市民の前に示す、ということが基本的なチェックアンドバランスの場ではないか、

かように思うわけです。

それで、私はあえて、見積もり、積算価格というものをここで公表できない、ということで

ございますが、私はあるところから入手したその 1社の積算価格を持っておりますので、ここ

でまず質問を、それでないと続きませんので申し上げますと、その基準から外れた業者のトー

タル数字、いわゆるそれは積算価格ですから、建物等が入 っている値段なんですが、機械だけ

で 36億 7，59 0万円。いかがですか。 36億 7，590万円であります。これは積算価格であ

ります。もっと安くなる可能性もあるわけです。

それが、いいですか、私が質問を続けるというのは、この積算価格を出しておかせて、ヒア

リングをして指名競争入札に除名にした、というところに問題があるわけです。おかしいと思

いませんか、だれが見たって。(rそのとおりだ Jと呼ぶ者あり)これを議員が知ってて黙っ

ている議員がいたら、のろまか何かですよ。どうですか、この問題言ってください、はっきり

冗談じゃないですよ。

じゃないんですよ。要するに総合的に結果、 トータルが四十何億なのか、三十何億で出てきた

のか、それだけを開いているんだ。金額だけを。それだけを言いなさいと。たかが 7社ですよ。

何でそれが企業秘密なんですか。そんなばかな ことを言わないでくださいよ。議会を愚弄して

いるのもいし 1かげんにしなさいよ、あんた。だれかに言っちゃいけないと言われたんですか。

議会ですよ、これは。日野市の。われわれは市民の代表で出てきてい るんですよ。それで審

議しているんですよ。いいかげ、んにしなさいよ。出しますか。( r議長、答弁してもらうよう

に言っ たらいいじゃないですか」と呼ぶ者あり)

C議長(高橋通夫君) 理事者答弁。(議場騒然)( r議長が今、理事者答弁という、理

事者 3人ともだれも手を挙げてない状況はいいんですか。市長どうする」と呼ぶ者あり〉助役。

O助役(赤松行雄君) 管財課長の職務として、総務委員会で、一定の見解として申 し

上げていると思うわけでございますけれども、少々休憩をいただきまして( r政治判断でやれ

ばいいj と呼ぶ者あり)管財等の契約の専門でございます課長と、もう少し協議を進めていき

たい、暫時休憩をいただきたいと思います。( r休憩だよJと呼ぶ者あり)

思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議な し」と呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 6時 37分休憩

午後 8時 39分再開

0議長(高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。 0議長(高橋通夫君)

O助役(赤松行雄君)

理事者側、答弁を求めます。助役。

7社ということで、機械炉の中での中堅のプラ ントメーカーを理事者側の答弁を求めます。助役

O助役(赤松行雄君) 休憩前、市川議員さんから見積もり価格の公表 ということで御

要望があったわけでございます。休憩をいただきまして、管財課長を入れ、総務部長と、いろ

いろ公表につきまして相談というか、協議を重ねてまいったわけでございますけれども、はな

はだ申し上げにくいわけでございますけれども、管財課の立場としまして、契約について、相

手業者から設計見積もりというふうなものを添えて、算出されてございますところの見積もり

価格につきましては、立場として、公表いたしかねる、というふうな立場でございます。何と

ぞ、公表できないという点については、何分の御理解をいただきたし 1と思います。よろしく。

7社選んだわけでございます。それで、私たち技術審査でございますので、先ほどの本会議、

あるいは総務委員会の中でお話し申し上げてまいっております以上の考え方を持っているわけ

ではございません。単純明快に、回転炉といえども機械炉でございますので、差別ない考え方

を持って技術審査に臨んでおったわけでございますけれども、 49年から RC炉というふうな

ことで、アメリカの一部の技術を導入しての回転炉でございます。それなりに評価はしておる

わけでございますけれども、実績というものが非常に少ない、こういう点が、最大の私たちの

考え方の大きなネックになったわけでございます。
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要する に、どうして日本の一般の家庭の、市のごみを燃やす炉として、もう少し広く普及し

ないのだろうか、こういうようなことで、もう少し普及できているものであったならば、それ

なりに評価し、導入ということができるわけでございますけれども、広島県に一つ、東京都下

に一つ、このこつでございます。それも、はっきり申し上げますと、指名競争入札というふう

な一つの競争をくぐって普及 したというよりは、それぞれその会社の基幹的な構造があるとこ

ろで導入されているというのが 2カ所でございます。

そういうふうな状況のことでございますので、値段がどうであったか ら、というふう なこと

じゃございません。 その実績という点がも う少 し普及 していれば、というふうな考え方で、普

及が実績と して不足だ、というふうな面だけが最大にヲ|っかかったとこ ろでございまして、 そ

れだけが私たちの、要する に理由でございます。

0議長(高橋通夫 君 〉 市川資信君。

01 9番 (市川 資信君) ただいま助役が、値段が安い、高いだけじゃなく て、 実績を

云々だと言っているわけであります。本当 に助役、そうなんでしょうか。

たとえば、今回入っているこ の6社を見た って、いいですか、荏原さんは、これは確かに長

い歴史があります。 川崎重工、久保田鉄工、日本鋼管、目立造船、三菱重工だとo みんな鉄工

会社とか造船会社 じゃ ございませんか。 何で、 それじゃ実績、実績というんなら、タクマさん

が入っていないんですか。 タクマさんが全国で一番の、焼却炉では実績があるでしょう。もし、

タク マさんが抜けるとしたら、確かに今まで、 4億 3，000万で建設した当時の焼却炉が、こ

の12年間ですか、 7億何千万も修理費がかかった。 その修理の大半はレンガの張りかえだと

いう じゃありませんか。

それに大金を出して、 長い時間を休めて、それの繰り返しだったんです。それで、今度も同

じタイル方式でしょう。タイノレというか、れんが方式ですょっそれは多少は変わっているでし

ょうけれど、基本的な設計には変わりはないんですよ、タ クマさんと。それでタク マさんが抜

けてること自体、おかしいですよ、私に言わせれば。実績というんならば。そういうもんじゃ

じゃありませんか。だから、この実績だけでは私は納得できないというんすよ。

では、 私、さ らにち ょっ と一言お聞きしたいんですけれど、この入札価格は、非常に私は高

かったと思うんです。そうお思いになりませんですかね。

たとえば、建物の価格を入れるとすると、これを 15億と仮定 した場合、幾らになるんです

か、これ。 58億円ぐらいになるんじゃ ないですか。 15億として、 57億 7，000万ですか。

とすると、前回の公明党の秦議員さんが質問されておる、去年のた しかこれは 9月だったと

記憶 しておるんですが、 トン当たりの焼却炉の建設費は、発電用を兼ねた場合には 2，00 0万

円という 、いわゆる国基準から見ても大幅に上回っているわけですっそうでしょう。これ、清

掃部長が答えている んですよ。多少の差異はあるけれども、一概にはこれで、決めつけられない

けれども、基本的にはそうです、ということを言っておられるわけです。どうなんですか、こ

れ、ちょっと答えてくださいよ。今度の入札価格と国基準との相違というのは、何で出たんで

すか。

0議長(高橋通夫君〉 清掃部長。

ないんですか。

。、清掃部長(大貫松雄君) 5 9年度の国庫補助の対象金額、これは1トン当たり 1，530

万(1-建物も入っているの Jと呼ぶ者あり) そうです。これは全部でございます。(rなお

さらおか しい じゃないか。イ可だよ」と呼ぶ者あり)

というのは、ちょ っとあれましたけれど、 59年度の国庫支出金の補助金の積算というか、

基本額です。これが 1，530万でございます。これ、59年度なんですけれど。そして今の金

額は、これは建屋は入っておりませんので、建屋がどのくらいというんで、総体はわかりませ

んけれども、本体だけだと 1，940万になろうかと思うんです。この中には発電も〈発言する

者あり)1，9 4 0万です。 1，530万というのは、国の補助が 1トン当たり 1，53 0万の 2分

の1が補助の対象でございます。ということで、 59年度の補助の対象金額を御説明している

わけでございます。

そ して、ここで武蔵野市、三鷹市、一応ここで 57年に契約をしているわけでございますけ

れども、武蔵野が 2，480万円、それから三鷹が 2，14 0万、そういうふうな、これの近隣の

市の施設はそういうふうな 1トン当たりの金額になっております。

以上でございます。

だって、この業者を見たってそうでしょう。日本鋼管、目立造船、三菱重工、 三菱重工なん

て、大体戦車つくったり、大砲つく ったりする会社でしょう。目立造船はどうですか、船の会

社でしょう。日本鋼管、久保田鉄工、川崎重工、これは鉄鋼会社ですよ。おんなじようなもの 0議 長 ( 高 橋 通 夫 君 ) 市川資信君。
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o 1 9番(市川資信君) 大貫部長、あなたが秦議員の質問に答えているんですよ。コ 前回の、私がトン当たり 2，000万、これは建屋も一切含んで大体 2，000万ということで

申し上げました。これはその時点ではまだ正式に見積書も取っておりませんし、それから内容

も吟味したものをお答えしたわけでございませんO

ピーをとったものですけれど、私。答えている中に、発電のないものは大体建屋も入れて

1，509万だと。発電を入れると、大体2，000万だと、多少の前後はあるけれども、という

ふうにあなた答えているわけですよ。それ、全部自分で言ったんだから、はっきり覚えている

と思うんです。

そういう中で、 2，000万というのは、目安的に概算を申し上げたわけでございます。ここ

で一応仕様もできまして、ありますので、かなりはっきりした数字がここで出てきたというこ

とでございます。前回のはあくまでも概算ということで、非常に申しわけありませんでした。

そういうふうな内容で前回はお話をした次第でございます。

0議長(高橋通夫君) 市川資信君。

それで、きょう、今言ったら、大体、本体のみで 1，940万だと言うんですね。これはもう

設計、機械、土木工事の全部入っていることを、去年のあなた9月に言っているんですよ。今

回は、ことしのまだ 6月ですよっ 1年たってないのに、本体のみで1.9 4 0万となっているん

ですよ。どうなんですか。同じ人が言っているんですから、はっきりそこら辺してもらわなく

ちゃ困るんだけれども。

o 1 9番(市川資信君) 大貫部長、あんたが議会の答弁の中で、国の方で一応 トン当

0議長(高橋通夫君) 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君〉 確かに昨年の本会議で御質問があったときには、家屋も含

たり施設費が 2，000万というふうに現在つかんでおります。国の方からそういうふうな、ち

ゃんとあんたはそういう指示というか、教示というか、そういう指針のものを受け継いでこれ

発言しているわけなんですよ。国の方でと、はっきりあなた言っているんですよ。そうでしょ

んで、一応 2，000万程度というふうなお答えをいたしました。

そこで、はっきりと仕様に基づきまして、発電装置、それから電気系統、要するに計装、そ

。
、つ

おかしいじゃないですか、それじゃ。今の入札価格から逆算

だから多少、 100万、 200万出るとか、そんなんだったら私は理解するんですよ。しか

し、とてもその金額にならないですよ、これ、全部で、建物が 15億とすると、 58億 7，900

万。それで、片つ方の外れたのが、何といったって、厚生省で補助金が 2分の 1出るんでしょ

う。そこのところで、片っ方の安いとはし 1っても、一応は基準の指針を認定されているわけで

すよね。それをヒアリングまでして、積算までさせて、指名に入って、それでいざ競争入札と

いうときに、ぱっと外されているんですよ。だからだれが見たって、これは安過ぎるから外し

たとしか取りょうがないんだよ。本当に。

ういうふうなものも電算をかなり取り入れてございます。そういう中で、コストとしては約、

建屋を除いて今回お願いするのを単純に割り返して、 22 0トンで割り返しますと 1，94 0万

というふうな数字が出てくるわけでございます。

0議長(高橋通夫君)

o 1 9番(市川資信君)

市川資信君。

すれば、確かにそういう数値にはなるけれども、 9月のときにはあなた自身が建屋、土木、設計、

るんですよ。食い違っているというより、むしろ私が当初言ったその金額でいけば、大体合う

それで、あなたの言っているのも、今言っ ていることはもうこれと食い違っているわけだ、

この議事録と。国の方でトン当たり 2，000万円という積算の数字的の基準に置いていますと

言って、 去年の9月ですよ、それが。今と丸っきり違っているんだったら、これは私納得でき

ないですよ。この場を取り繕うためのあなた方便だと言われてもしょうがない。(r 6月」と

呼ぶ者あり)6月でしたかね。 1年だ、ちょうど。(r休憩してきちっととらせるんだよ」

「答弁 Jr~\~\かげんにすると、後で取り返しがつかないぞ。 早いだけがいいんでないわ」と

機械を入れて 2，000万円だと言っていて、今自分で言っている答弁と丸っきり食い違ってい

ようになっていますよ、確かに。だから私はこの入札価格が高い、こう 言っているんですよ。

あなたが、では私を説得するだけの数値じゃないでしょう。

議長(高橋通夫君) 清掃部長。(r議長、休憩して議事録を前のやつを読んでもら

って、きちっと数字をもう一度はじき直して出してもらったらどうですかJr担当課長にでも

答弁させてもらえばJr今、課長を呼びに行っていますjと呼ぶ者あり)

0清掃部長(大貫松雄君) 大分時間をとらせまして申しわけございません。

呼ぶ者あり)

O議長(高橋通夫君) 清掃業務課長。
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0清 掃業務課長(槍山 茂君) ただいまの数字的な問題につきまして、云々という 今のイ司か課長の話だと、一番上限も下限も積算価格のとこ外して入札しなさい、というふう

に私はとれるんです。

0議長(高橋通夫君) 清掃業務課長。

0清掃業務課長(櫓山 茂君) わかりました。私が申し上げたのは、いま言った入

札の問題ではなくて、市が契約予定価格を設定する場合に、上下の見積もりを外して、中位の

額をもって決めなきい、こういらふうな指導なんです。

したがって、その入札とは全く関係ありません。

0議 長(高橋通夫君) 市川資信君。

o 1 9番 (市川資信君) 今、櫓山課長が言って言るのと私と、ちょっと取り方の違い

があったんで、それなら理解できます。それだとしても、今大貫部長の言っている言葉と、全

々だから食言するわけですね。

いいですか、では櫓山課長はどう思うんでしょう。 私の調べたところでも、国で大体 トン当

たりの建設費 という ものは、土木費とか建物、それから設計等を含めて、 大体2，000万とい

うものを基準に置いていると いうことに対して、今回のあれだと、大幅にそれを上回っている

わけですよ。だからおかしいじゃないか、と聞いているんです。

それに対して、前回、 1年前に言って いる言葉と、部長がですよ 、今言っていることと食い

違っているから、それに対してあんたは手を挙げたんだから、答弁が私はもらえるものだと思

っていたんです。それに対しては、どうなんですか。

ことではなくて、いわゆるごみ焼却施設に対する積算の基本的な者え方を申 し上げますと、こ

ういった施設につきましては、各自治体で設計ができないわけです。

したがって、それらをある程度の額を把握するために、国の方で一つの指導をしてくれてい

るわけです。その指導と申しますのは、 3社以上のメーカ ーから見積もりをと って、そして上

下をカットした中で、適正な価格を決めるんだ、こういうふうな指導が来ているわけです。

しからば、では適正な価格というのは、その額をもって市が言えるのかと申しますと、これ

またはっきり言いまして、言えないわけです。市が設計できないわけですから。ですから、あ

くまでも国の、厚生省の指導に基づいてメーカーから出された見積もりを、上下を省いた額を、

それの中位をと って、 そ してそれが適正な価格と いうふうに私たちは判断をした わけです。

( rそれでいいですね」と呼ぶ者あり〉はし'0

0議長(高橋通夫 君) 市川資信君。

o 1 9番 (市川 資 信 君 ) 課長、本当に間違いないですね、今言っていること は。いい

ですか、各自治体で設計ができなし 1から国の指導を仰いで、そ して上下の見積もりを省いた上

で入札しなさいと、あなた今言われたんですね。 これは本当なんですか。

私が聞く ところによると、国も指導の中で、下限を設けてはいけない、ということをはっき

り指斜しているそうじゃございませんか。間違いなし 1かど うか、それを言って ください。

0議長(高橋通夫君) 清掃業務課長。

0清 掃 業 務 課 長(櫓山 茂君〉 下限と申しますのは、いわゆる最低制限価格のこと

でしょうか。そうじゃなくてーーその辺、ち ょっと私、 意味がよ くわかりませんので、できま

したら御説明お願いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 市川資信君。

o 1 9番 (市川 資信君) いいですか、たとえば今回外されたメーカーの人も、一応厚

生省の基準指針に認定されているわけですね。そういったと ころは安いから、思うようなとこ

ろはこれが入るとおれは取られてしまうんで、これを入れちゃいけないよ、入れたく ないんだ

といった場合、それは外すことも確かに自治体の権限ですからできるけれども、そういった最

低のところが来ても、基準指針に入っているものは、当然私は入札に参加させるべきだという

のが、私のこれは基本的な考え方なんです。そうで しょう。

0議 長 (高橋通夫君) 清掃業務課長。

0清掃業務課長(櫓山 茂君) その問題につきましての答えと申しますのは、はっ

きり私としては申し上げられませんけれども、過去の例を見ますと、たとえば物価の上昇率に

よって、一般的なものを買う場合には、年々歳々価格が上がってし吋、これが通例だと思うん

です。

ところが、ごみ焼却施設の場合を見てみますと 、たとえば 55年と 56年、あるいは57 

年、 58年、それぞれの年度によって、前の年の方が高い場合もある し、 後の年の場合の方が

安い場合もあるんです。ですから、果たしてどこ に適正な価格があるのか、全く私なんかもわ

かんないわけです。あくまでも競争で決めておりますんで、たとえば今回のように、 6社だっ

たら 6社の競争と。 したがって競争が激 しければ安い価格になるかも しれませんし、また、日
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野の場合のように分割発注をした場合に、たとえば建屋と機械と月iJに発注しました。今度、一

緒に発注すれば、場合によったらもっと価格が違ってくるかもしれません。ですけれども、機，

械、それから設計、それから建物と個々の発注ですから、わりと大ざっぱな積算ができないと

思うんです。

そんなところから、日野の今回決められた価格が、私としてはこれで決まったわけですから、

はっきり言っ て、この額を適正な価格というふう に認めざるを得ないような気がするわけです。

( r質問と全然違うよ。とんちんかんな答弁にな っているぞ、質問に対して。全然、違う。整理

してもらわなきゃ困るよ。だからもっと多いだろうと言っているわけ。建屋を入れれば、約60

億近くなるだろうと市川さんは言ってい る。そうで しょう。 当初の予算は61億7，000円でし

ょうが。はっきり してくれなきゃ困るよ。あと建屋の分が 18億ぐらい残っているんだから」

「休憩しよう Jr議長 」と呼ぶ者あり

0議長(高橋通夫君) 秦正一君。

0総務委員長(竹ノ 上武俊君) 今、関係担当者から、答弁が行われているわけです。

0 26番 (秦正一君) 去年の6月に、私はこの問題を取り上げております。それで

総務委員会におきましては、その適正価格といいますか、相場価格といいますか、その決定の

仕方については、今課長が説明したように、上と下を除いて真ん中あたりで、というのがあっ

たわけですけれども、今の質問は、去年の秦議員に対するトン当たり施設費の単価が、 大体

2，0 0 0万ということが、ことし、 当時の 2，000万が、今回はこ ういう数字になっている根

拠を、わかりやすく説明してくれということですので、逆算したら こう なったとか何とか言う

んじゃなくて、今、秦議員からも指摘があったようなことを含めて、もし統一的な答弁がして

いただければ、理解が進むというふうに思っております。

そういうことで、ひとつ総務委員会で、そこまでは論議しておりませんので、担当者の方で明

快な答弁をひとつお願いしたいと思います。(r休憩だよ Jr議長、 整理しなさ いよ Jrまた

おかしくなるぞ」と呼ぶ者あり 〉

0議長(高橋通夫君〉 お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし Jと呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 9時 17分休憩

午後 11時 8分再開

たしか市川議員の質問の中にあるように、 トン当たり 2，000万ということは出ておりますけ

れど、しかし、当時のやり方というのは、若干ニュアンスの違う面も出てきていると思うんで

す。コンビュータ 一方式で、こういった近代的な要素を含めた恐らく現在の焼却炉という こと

算定 しているんじゃないか、このように思うんです。

ですから、国の指導のそういった面よりも、場合によ って は、かなり複雑なそういう要素を

絡んでいるし、また、分離発、庄ということで、かなりいいものをつくらなきゃ いかぬと いう趣

旨のもとに発言しているもので、そういった面の理事者の方の考え方がもうちょっと、何とい

うのか、前回、旧来のそういう焼却炉と、現在描かれている焼却炉と、そういった点に値段に

してもかなりの相違が出てくるんじゃないか、というふうに思うんです。

だから、発電装置と、ささらにボイラー施設、それと、またコンヒュー夕方式による近代的

なそういう集中管理方式、こういったものを取り入れた場合には、多少なりとも、 トン当たり

2，000万円以上のものが必要にな ってくる、というふうに思うんですけれど、その点いかが

余計なことかもしれないけれど、私は発言します。

0議長(高橋通夫君〉 休憩前に引き続き会議を開きます。

清掃部長。

O清 掃部長(大貫松雄君) 先ほど、休憩前の私の発言の中で、昨年の 6月の議会に、

トン当たり 2，000万程度の費用で建設をする、ということで申しましたけれど、そういうふう

な御質問があり、御回答いたしました。その中で、その時点で私が申しましたのは、まだはっ

きりとした設計もなされない中で、 トン当たり 2，000万ということを申しました。大変、そ

の時点の私の発言に対して深く反省をする次第でございます。

その時点では、発電装置、それから今のコンビュー ターの装置、そういうふうなものもまだ

計算の中で入れないで発言をいたしました。そういうことで、いまの時点では発電、それから

コンビューターの関係、そういうふうなものが積算されて、先ほどの数値に御回答したわけで

でしょうか。

0議長(高橋通夫君〉 総務委員長。 す。
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そういうことで、ひとつ御理解を賜りたいと思います。よろしくお願いします。

O議長(高橋通夫君) 市川資信君。

o 1 9番(市川資信君〉 大変長い間休憩時間をとって、清掃部長等と今、私はお話し

したんですが、私自身、今、清掃部長の答弁に納得するというか、理解をしたというふうには到底

見受けられないんですけれども、余り時間がこのことで長くたつということも好ましいことで

はないと思うんですよ。

なぜ納得できなし 1かということだけ、一言だけ反論させていただきたいと思うんですけれど

も、先ほど武蔵野、三鷹、国分寺 一一 国分寺の件は私、部屋で聞いたんですが、武蔵野は一番

高く て 2，40 0万、 三鷹が 2，1 0 0万、国分寺が2，300万それで櫓山課長は、先ほど年によ

ってむしろ入札価格が安くなる ということ もある。という ことは、 やはりいまの時代の趨勢等

を反映して、あるいはこの業界の競争等から過当競争、過当競争というか、うまくし 1かなかっ

たときに、多少価格の前後ということが、あるだろう、ということを想定してみますと、約、

2，500万コンビュータ一、発電機等を入れて、大体トン当たりの建設費というものを見るの

が妥当ではなかろうか、 こう私は私なりの積算をしてみたわけであります。

そうしますと、たとえば 2.500万トン当たりだとすると、 220トンを掛けると 55億に

なる。 55億が総価格になるわけでありますが、それから今回の入札価格 42億 7，000万を

引くと、建物が 12億何がしかしか残らないわけです。そうすると、今回の建物の大きさは、

8，000平米だと。単純計算 して、約60万坪だと。平米 20万として 8，00 0平米掛ければ

1 6億と、単純計算が出てくるわけです。

そうすると、 42億取っていて、プラス 16億の建物を建てると、一体どういう金額になる

のか。国基準から今言 った金額をして も、私には納得できる数字じゃないということは明らか

にここに出てくるわけです。予算でいくと、ぴったり合う。おかしいんですよね。

というのは、先ほど申し上げた、私は最低価格を基準にした業者からの数値を基準に、いま

はじき出しているわけですよ。ですけれども、 それを言っても恐らくたらい回しというか、い

つまでたっても結論が出ないでしょう。それは結構です。

ただし、私はそのかわりに、先ほど積算見積もりした 7社の価格を全部申し上けてくれと言

ったら、どうしてもそれはできないと、こういうふうに言われたわけです。

本来、議会がこ の数値を言ってくれとか、 資料を出 しなさいということに対しては、これは
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いかなる ことがあっても 出さなきゃならないんですよ、 どんなことがあっても。議会で秘密を

守るんだったら、議会で秘密を守ればいいんですから。出 さなきゃならない。それでなかった

ら議会のチ ェック、機能 というものは果たせないんです。議会と いう ところはそういうものだ

と思うんです。公金を扱っている場所なんですから。

それを、いわゆる地方自治法の機密の事項をすぐ取り出して発表できない。ですから私も理

事者の、何というんですか、気持ちというか、理事者の立場というか、そういったものも全面

的に理解できないわけ じゃありませんから、 一歩譲って、少なく とも最低と最高の価格の、業

者名は結果ですから、価格だけでもこの席で発表していただきたい。最低と最高のo 業者名は

結構です、言わなく てo それが私の譲歩できる最大限でありますので、よろしく執行者、御答

弁を願います。

0議長(高橋通夫君〉 助役。

0助役(赤松行雄君) 再三にわたる御要求といいますか、御要望でございましたので、

それなりにひしひしとしたものを私たちも感 じておるわけでございます。

そういう中で、先ほど申しました管財課、要するに契約当初の管財課としての公表できない、

あるいは市民部というものが法人の 1社 1社の税収について、 やは り公表できないと同じよう

に、管財課長の方から承りますと、契約を担当する諜としまして、契約に参加した相手企業が、

市を信用 して出してまいりました設計費用、それから見積もり という一連のものについては、

企業的な信用なり秘密というものが、裏打ちされているというふうなことで、お断り申してき

たわけでございます。

これは、先ほど申し上げましたように、局面ということで、おっしゃられていることはひし

ひしと感ずるわけでございますけれども、先ほどから申しているように、管財謀の契約担当の

立場として難しい、というふうなことでございますので、何分の御理解を、再三にわたってお

願いする次第でございます。

0議長(高橋通夫君 ) 市川資信君。

0 1 9番(市川資信君〉 助役、いいですか、私は企業の名前を言って、その金額を言

いなさいとは、先ほどのようなことを言っていないんですよ。企業の名前を伏せて結構ですと。

ここの場所を何と思っています。議会ですよ、これ。議場ですよ、速記もとっているんですよ。

そこで言っているんですよo 私は一私人として言っているんじゃないんですよ。自治会の会長
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さんだとか、隣組の何とかじゃないんですよ。

私も発言するから には、責任とそれだけの 自覚がなければ言えないはずです。 答弁も同じで

しょう。ですから企業の秘密なんて、先ほど総務部長が、いわゆる企業秘密だと。積算価格の

発表に何が企業秘密なんですか。なにかほかの企業か ら出ている議員も、そんなことは企業秘

密になるはずはない、笑わせるんじゃない、というようなことを言っているから、 そ うですけ

れども、私は企業の名前を言わなくて結構だと。最高と最低ぐらいの金額は、せめて、これだ

け長時間を費やして言っているんですから、そのぐらいの公表ができなかったらどうするんで

すか。

イ可が秘密なんですか。 企業に迷惑かかるわけでも何で もないでし ょう。最低 と最高の数値だ

け言えばいいんですよ。企業名を言ってくれとは言っていないんですよ。それすら公表できな

いということは、これで議会の果たして機能は果たせるんですか。 30人の議員どう思います

かね。私の言っていることが言い過ぎなのか、常識から外れているのか、それを伏せようとす

る理事者がおかしいのか、よく冷静に考えてくださいよ。

0議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長(森田喜美男君) 質問の答弁に当たりまして、御不満の点も多々あるように感

じております。

しかしながら、この事業は、終始いたしまして私どもといたしましては、きわめて公正の中

で、また指導当局の御指導に沿って進めてまいっておりますので、そのあたりで信用をしてい

ただきたい、こう思っております。

数字のことを言われておりますが、私の受けておる感じでは、こ の入札調書に載っておりま

す第 1回の入札のあたりと、そう大差はないんではないんではないか、このように感じており

ますので、そのあたりのところで御了承をいただきたい、こう いうふうにお願いをいたします。

O議長(高橋通夫君 〉 市川資信君よろしいですか。

1 0億の開きと いうことを、一体ど うとらえるんですか、一体。一般市民から 10億 というお

金は、気の遠くなるような金額ですよo 幾 ら国の補助金だ、市の税金だか ら、そんなよ うな安

易に考えられたら、とて もじゃないですよ。だからおか しし 1から、 私は追及しているんですか

ら、きちっとした答弁をしたらどうですか。いま言った金額だけで、 10億違うんです。大差

なかったら大変ですよo

0議長(高橋通夫君)

0市長(森 田喜美男君〉

市長。

その 10億違うとい う意味がちょ っと私もわからないんです

が、 1回入札の最高、最低とおっしゃいますから、それに遠 くない数値だ、こ のようにお答え

をしておるわけであります。

そ して、 先ほど担当部長もお答えをいたしておりますとおり、標準的な施設にプラスをいた

しまして、発電装置、コンビューターシステム、あるいはボイラ一、それからいろいろ重装備

を加えておりますので、また、特に経費のかかるのが公害物質の除去装置だと、こ のようにも

聞いております。

そうし 1うことでございますので、能力がよく、性能がよく、また新しいいい施誌いい装置が伴

っておる ことによって、 価格も高くなる。しか し、 将来の維持管理ないしは焼却という面で、

私はむ しろ価値がある とい うこ とも言えるんではなかろうか、こう思っておりますので、そう

いう お考えによっ て御理解をお願いをしたい、こういうふうに申 し上げておるところでござい

o 1 9番 (市川資信君〉 よろしいんじゃなくて、今市長が私が言っているのを言って

ます。

O議長 (高橋通夫君) 市川資信君。

o 1 9番(市川|資信君) 再質問する前に、市長、そのぐらいおっしゃられるんでしたら、

いかがですか、積算された 7社の最高 と最低の金額ぐら い、 名前は言わなく ていいんですから、

金額ぐらいはこの議場で言われでもも差しっかえないと思うんです。

今、 10億がどうして違うかという のは、また後ほど私、よく説明しますので、市長の考え

をちょっと教えてくださし'0

0議長(高橋通夫君 ) 市長。

0市長 (森田喜美男君) 私が正確に知っておる、資料を持っているということでもご

ざいませんし、ここに資料として出ておりますいわゆる入札調書、この数値を見まして、これ

に第 1回入札の段階に近いものである、このように承知しておりますので、そのことでお答え

くれないんで、。

今、市長が、第一回の入札の価格と大体近いものだ、こうし可うふうなことなんですよ。だとしたら、

私はこれはえらい問題だと思うんです。第 1回の最高入札が46億 3，000万が日本鋼管が入

れているわけです。それに対して積算段階で、機械だけで 36億、 10億の聞きがあるんです。
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にさせていただきたい、こう申し上げておるわけであります。

O議長(高橋通夫君) 市川資信君。

o 1 9番 (市川資信君) 市長、私が今 10億約違 うと申したのは、 官頭に申し上げた

ように、ヒ アリングして積算見積もりをとった 7社が、 1社指名から外されたんです。入札時

点で。それが出している金額が、 36億 7，590万とい うものを、 積算で出しているんです、

機械だけで も。そうすると、今回の機械だけの最高、日 本鋼管が46億 3，000万なんです。

約9億 7，00 0万ですか、 6，000万ですか違 っている わけですよ。だからそのこと を私は今

1 0億 ぐらい違 うじゃないか、だか らおか しい、というんです。

それで、だれが見てもそこまで、いわゆる入札参加直前まで、 その機械炉は、回転炉とい う

こと はも うわかっているわけですから、だったら初めから入札参加させなけり ゃいいんですよ

と。いわゆる指名にも入れないとか、ヒアリン グもしないとか、 はっきり初めからするんな ら

いいですよ。やはり厚生省から機械炉として認定されている以上、 当然それは入札参加する資

格がある会社なんですから。機能も認め られているわけなんですから。特別悪いと いうレッテ

ルを張られている会社でも何で もな い、 一流の企業なんですから。当然だと思 うんですよ、私、

入るのが。

そういう ことで、そう いういわゆるヒ ア リングして積算まで出させた会社を、今言った数値

の安い価格を出 したと ころを、すぽっと落と したとこ ろに、 私は問題があると言っているんで

すよ。そうでしょう。だれが見てもおか しい、 この入札は。

O議長(高橋通夫君) 市長。

0市長(森 田喜美男君) 私の承知 しておりますのは、市の機械炉ではあるけれど、市

が仕様書によって求めたシステムではないと。したが って、 安全、安定を期する ために、 特に

よそでも多数採用されておるそ ういう範囲から選ぶ、と いうことに方針を定めて、 そう して例

外と申しましょうか、同じ機械炉ではありますけれど、まだ経験不足と いうふ うに思えるもの

については、これはむ しろ事業の、あるいは機種の将来の平均的な評価と いいますか、そう い

うことにおいて相手方とも協議を し、 了解をされた中で外れていただいた、こうい うふう に承

知しておりますので、そのように御理解をお願い したいと思っております。(r議事進行」と

呼ぶ者あり)

0議長(高橋通夫君) 飯山 茂君。

o 1 5番(飯山 茂君) けさ、議運の委員長が、会期を 1日だという ふうにお話 しい

たしましたけれども、 時間を見ますと、きょう 1日ということは、あと 30分少々 でございま

す。 まだ理事者の意見、あるいは議員の質問者が何人かおられるようです。

したがって、こ のま ま続くと、きょ うの会期の 1日が終わるん じゃ なかろうか、 こういう こ

とでございますので、議運を開いていただいて、 会期の延長をするのか、その辺をひとつ議長

がお諮りを していただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君 ) お諮り いたします。議事の都合によ り、 暫時休憩いたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないもの と認めます。よ って暫時休憩いたします。

午後 11時 30分休憩

午後 11時 58分再開

休憩前に引き続き、会議を開きます。0議長(高橋通夫君)

お諮り いたします。この際、会期の延長の件を日程に追加し議題と いたしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

c r異議なし」 と呼ぶ者あり 〕

0議長(高橋通夫君 ) 御異議ないものと認めます。よって この際会期の延長の件を日

程に追加 し、 議題とする ことに決しました。

会期の延長の件を議題といたします。

議会運営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長登壇 〕

0議会運営委員長(中 山基昭君) 本日の臨時会につきましては、すでに会期をきょ

う1日ということで確認を願っているわけでございますけれども、議案審議等の状況を含めま

して、会期を 1日延長いた しまして、6月2日までといたします。

開議時間につきましては、零時に繰り上げて開会して し、 く、こう いうことを議会運営委員会

で確認決定をいたしました。よろしくひとつお願いしたいと思います。

0議長(高橋通夫君) ただいまの議会運営委員長の報告のとおり決するに御異議あり

ませんか。
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( I異議なし 」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君〉 御異議ないものと認め、会期を 1日延長 し、 6月2日までと決

定いた しました。

お諮りいたします。 6月2日の会議は、議事の都合により特に午前零時に繰り上げて聞くこ

とにいた したい と思います。 これに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(高橋通夫君) 御異議ないもの と認めます。よ って 6月2日の開議時間は、午

前零時に繰り上げることに決定いたしました。

本日の未了日程は明日の日程といたします。

本日はこれにて延会いたします。

午後 11時 59分延会

6月 2日

a
A
I
 

ヴ
d

土曜日 (第 2日)



昭和 59 年

第 2回臨時会
日 野市議 会会議録

6月 2日 土曜日 (第 2日〉

出席議員 (30名〉

1番 橋 本 文 子 君 2番

3番 俣 目白 光 君 4番

5番 谷 長 君 6番

7番 ，馬 場 繁 夫 君 8番

9番 fτCコ司 橋 徳 次 君 10番

11番 一ノ瀬 隆 君 12番

13番 鈴 木 美奈子 君 14番

15番 飯 山 茂 君 16番

1 7番 里 )11 重 憲 君 18番

19番 市 )11 資 君 20番

21番 名 古屋 史 ~ß 君 22番

23番 米 沢 回 男 君 24番

25番 大 柄 保 君 26番

27番 奥 住 芳 雄 君 28番

29番 滝 瀬 敏 朗 君 30番

欠席議員(な し〉

-75 -

(第23号〉

ネ冨 島 敏 雄 君

山 良 '悟 君

古 谷 太 ~ß 君

，馬 場 ちL 融 君

震 野 行 雄 君

板 指 正 男 君

)11 向島 博 君

夏 井 明 男 君

古 賀 イ愛 昭 君

藤 林 理一郎 君

竹ノ上 武 イ愛 君

中 山 基 昭 君

秦 正 君

石 坂 勝 雄 君

局 橋 通 夫 君



会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局 長 田 届メb、 局 光 君 次 長 宅J-L五S 沢 代 ニIコヒ 君

書 記 栗 原 足フ宰ロ 次 君 書 記 萩生田 信E口士B 司 君ー

書 言己 谷 野 省 君 書 言己 串 田 平 赤口 君

書 記 佐 々木 茂 時 君

説明のため会議に出席した者の職氏名

市 長 森 田 喜 美 男 君

助 役 赤 松 行 雄 君 収 入 役 力日 藤

企画財政部長 前 田 雅 夫 君 総務部長 イ手 藤

市民部長 力日 藤 男 君 生活環境部長 坂 本

清掃部長 大 貫 松 雄 君 都市整備部長 結 城

建設部長 中 村 亮 助 君 福 祉 部 長 高 野

水道部長 万く 原 照 雄 君 病院事務長 佐 藤

教 育 長 長 沢 一 良日 君 教育次長 山

清掃業務課長 櫓 山 茂 君

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3

立川速記者養成所 所長 関根雪峰

速記者 小野口純子君

議事 日程

午前零時 0分開議

。議長(高橋通夫君〕 本日の会議を開きます。

郎君 ただいまの出席議員 30名であります。

正音君 議案第 40号、日野市衛生処理場ごみ焼却施設建設工事請負契約の締結の件を議題といたし

君

君

君

君

君

雄

夫

隆

春

夫

金

邦

智

哲

ます。

総務委員長の審査報告に対する質疑を続行いたします。

総務委員長登壇願います。

〔総務委員長登壇 〕

0議長 (高橋通夫君 〉

019番(市川|資信君〕

市川資信君。

なにか、私が質問をするのが先なのか、答弁を求めるのが先な

のか、非常に私、今複雑な心境なんです。 先ほどもは っきり申し上げましたように、少なくと

も企業秘密を盾に、あるいは地方公務員法を盾に、私の求める数値 という ものが公表されない

中で、質問を これ以上続けるということは、も うほとんど不可能に近い現状でありますし、な

おかつ、大変長い時間を費やしての質問に、私 l人が これ以上質問する ということもどうか、

と思いますが、ただ、私は、やはり議会人として、私本来の信念と申しますか、市民の代表と

して、この議場に出席している以上は、それなりの自覚と責任とを持って、ここで発言をして

l ¥る所存であります。

したがいまして、今回私が長時間かけて質問したこれら一連の疑問点について、イ可ら解決策、

自分の了解を得られずしてこの質問をやめるということが心苦しいというか、不合理この上な

い実態であります。私はさらにもっと厳しい質問条項を持っております。しかし、それはあえ

てこの際、遠慮、をさせていただきます。

昭和 59年 6月 2日(土)

午前零時開 議
けれども、やはり私は日野市の入札の過去の過程の中にあって、最も未曽有の高い金額の入

札に当たっては、だれに、どこから指摘されても、どのような角度から質問されても、明確な

る明朗なる答弁を求めるのが理事者としての当然、の義務ではなかろうか、と思わざるを得ない

のであります。

特に、今回私が指摘した、ヒア リン グをして積算価格まで出させて、そして最低の安い価格

を出した会社をそこからボイコッ 卜した、ということ に対しては、深い憤りを感ぜざるを得な

(議案審査報告〉

日程第 1 議案第 40号 日野市衛生処理場ごみ焼却施設建設工事請負契約の締結について

本日の会議に付した事件

日程第 l
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いのであります。どうか今後の日野市の行政の中において、こういったことが二度と発生しな
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いことを心から念じて、私の質問を終わらせていただきます。

O議 長 ( 高 橋 通夫君〉 小山良悟君。

04番(小山良悟君〉 簡単に質問をさせていただきます。

私は、入札までの手順でちょっとお伺いしたいんですけれども、まず、どういう機種にする

か、という決定する機関といいますか、機種選定委員会、当然これだけの高額な機械でありま

すので、慎重な調査をされた上で、この機種選定の作業に入ったと思うんですけれども、その

時期がいつごろであったかということが第 1点。

それから、いわゆる 7社に見積書を出させた時期がいつごろであったか、ということが 2点

目でございます。

ざいました。それも簡潔に私の方から答弁いたしまして、足りな~ i点は理事者の方から補足し

ていただきたいと思います。

その 7社自の企業は、自分の工場がある呉市と、それから東久留米、田無、小平あたりでご

ざいますか、柳泉園というところ、田無になるんでしょうかね、その地域の工場のあるところ

の2市に、 150トンクラスの設備をつくったと。しかし、 これ.についての安定度、あるいはそ

の後の都段階なり、あるいは国段階なり、そういう専門の方々の実績に対する評価、こういう

点などを市が検討した結果、外したんだ、というような趣旨の説明がございました。正確さを

期するために、さらに必要な点については理事者の方から これも答弁をしていただきたいと思

~ iます。

また、見積もり予定価格の問題については、総務委員会でもはっきりしておりませんので、

これは理事者の方から答弁できることについては答弁していただきたいと思います。

0議長(高橋通夫君〉 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君) まず、 1 点目 の機種選定委員会の時期と~¥う ことでござい

ますけれども、これは一応確認いたしますけれども、要するに一般的な火格子方式、機械炉で

す、それから流動床、溶融炉、それの機種選定ということですね。その機種選定委員会という

ことで、いいわけですね。( [""いいです」 と呼ぶ者あり)

それは、清掃部の中に機種選定委員会のプロジェク卜チームを発足いたしましたのが、 5 7 

年 8月 2日でございます。そうして、約 1年間、今の三つの機種の検討を重ねてきております。

そ して、 翌年の 58年 7月 21日に新炉検討プロジェクトチームの最終報告を行っております。

それで、 7月31日にチームの解散ということで、 5 7年 8月 2日から実質的に解散するまで、

翌年の 7月 31日までの聞に機種選定を行って、さらに 57年 10月 27日には、一応規模の

決定等の中間報告をしております。最終報告が、先ほど言いました翌年の、 58年 7月 21日

に最終、要するにチームの報告を行っている、そういうことでございます。([""それから結論

を言ってくださいJと呼ぶ者あり〉

機種の選定に当たりまして、先ほど申しましたように、三つの機種が現在ございますけれど

も、その中で、火格子による一般的な機械炉というんですか、それを委員会として最終報告を

行った次第でございます。

以上です。( [""見積書を 7社に出させた時期はJと呼ぶ者あり)

それから、市川議員との質疑のやりとりの中で出てまいりましたけれども、いわゆる業界の

ランクが高い、実績があるタクマが当初から入札、あるいは見積もりの段階からもう外されて

いるということでありますけれども、入札には当然、その資格要件というものが満たされなけれ

ば参加できないわけでありますけれども、通常、業界のラ ンクが高いといわれているタクマが

外されたということは、その資格要件で何が満たされなかったのか、これが公表できる のかど

うかわかりませんけれども、できれば、こういうことで満たされなかったんだ、ということを

教えていただきたいというふうに思います。

それから、先ほど来から、いわゆる第 7番目の外された業者の見積もり価格が、36億7，590

万ということを市川議員から指摘がありましたけれども、この価格は間違いがないかどうか、

その確認をしたいと思うんです口

以上でございます。

0議長(高橋通夫君〉 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君〉 ただいまの小山議員の質問に、総務委員会としての

審査内容から答弁いたします。足りない点は、理事者の方から答弁いただきたいと思います。

機種選定の経過、それから 6社に指名入札の会社が決まった目、そして入札が 5月 22日だ

と思いましたけれども、こういう経過があって、市の方では先ほど私から答弁しましたような

基準に基づいて業者の選定をしてきた、こういうことでございます。

なお、必要な点については、理事者の方から答弁をしていただきたいと思います。

また、 7社目の企業が指名から外されたという点については、総務委員会でもるる答弁がご
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0議長(高橋通夫君 〉

O助役(赤松行雄君 〉

し上げたいと思います。

助役。

それでは、以下の問題につきましては、私の方からお答えを申

7社を選定しまして、設計見積もりの提出を受けましたのが、 59年 2月 20日でございま

す。これが 2点目でございます。

3点目、タクマが入っていないと。タクマは目立造船と同じ時代に、昭和 36年ごろでござ

いますか、ごみのプラン トメーカーということで発展してきた会社でございます。おっしゃる

とおり、機械炉メ ーカーとしましては、屈指のメーカ ーでございます。なぜ入つてないか、こ

ういう点につきましての説明は、非常に難しゅうございます。(笑声〉 日野市の炉が、すで

に 15年あるいは 16年使っております。タクマの機械でございます。

それで、日野市で使う時代は、組合のまだ了解がとれずに、半日燃やしては半日火を消すと

いう断続的な、間欠的というか、燃焼を、連続の燃焼方式じゃないんです。そういう使い方を

してきたものでございますので、故障が多かった、維持費が非常に高 くついたと。それから、

煙突が両方の炉に1本しかないわけですから、兼用の炉です。今は煙突が 3本ーま とめになっ

て、大きな四角い煙突になるというのが多いわけですけれども、二つの炉に対して 1本の煙突

というふうなことで、機能上も問題がもともとあったんだろうと思いますけれども、非常に問

題が日野市の炉それ自体には使い方が、連続燃焼じゃなかったんで、断続燃焼というようなこ

とだったんで、非常に不幸な面があったんではないかと。はっきり言って、そういう境遇に置

かれたもんですから、日野市においては余り風評はよくなかった、というふうな不幸な事態が

あるわけでございます。私はそう考えているわけなんです。そういうふうなこと等も参考にし

ていただきたい、こう思うわけでございます。

それから、 36億 7，590万というふうな、先ほどおっしゃられた 1社の機械炉の見積もりで

ございます。これは間違いございません。

それから、 1社外されたということについては、度々申すのも本当にあれなんですけれども、

先ほど総務委員長が申された内容でございます。大体、御理解賜りたいと思います。

。議長 (高橋通夫君〉 小山良悟君。

04番(小山良悟君〉 タクマについては、 1 3年前ですか、日野市でおつき合いいた

だいて、当時の技術水準で断続燃焼というふうな機械だ、ということなんですけれども、現在
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もそ ういうことなんですか。そういうことは確認 して ありますか。現在のタクマの機械は、連

続燃焼のはなくて、断続、いわゆる 旧態依然 とした機械しか持ち合わせていないと、タクマは。

そ ういうふうなことですか。そこら辺が一つです。

それから、なぜ機種選定委員会の選定日と、見積もりを出させた日を聞いたかと申しますと、

私はいわゆる外された l社が機械炉で、ロータリー式機械炉ということですね、外された 1社

というのが。それで、私は機種選定委員会というのは、慎重に、先ほど申し上げましたように、

四十何億もする高額な設備でありますから、これはもう本当に慎重に取り組んだろうと思うん

です。それで、機種選定についても、慎重に取り組んだろうと思うんですけれども、その機種

選定委員会で慎重に機種選定作業に取り組んで、そうして出した結論が、火格子式機械炉、こ

ういう結論を 58年にもう出しているわけです。 58年の 7月 21日に最終報告を している。

そういう結論を出しているにもかかわらず、このロ ータリ一式機械炉の外された業者に見積

もりを出させるというのは、おかしいんじゃないか、ということも考えられます。

あるいはまた、意地悪いことを言えば、機種選定委員会をやって、その選定に基づいて、今

度は見積もり作業をさせて、見積もりを出させたら値段がずば抜けて安t¥から外した、という

ことも、意地悪な言い方をすれば、そういう言い方もできるわけなんです。先に見積もりを出

させておいて、それで機種選定をしたというんであるならば、火格子式機械炉じゃないから、

ロータリ 一式機械炉だから外しましたということでも、それはそれで通ると思うんです。わか

るわけです。

ところが、ちゃんともう火格子式機械炉にする という、機種選定委員会でもうすでに 1年前

に決めているわけです。決めておりながら外した業者にも概算見積もりを出させたというのは、

一体どういうわけなんですか。その辺のところがちょっと納得し 1かないわけです。そこら辺の

ところが納得がいけばいいんですけれども、その辺のところ、ひとつ御説明いただきたいとい

うふうに思います。

それから、 3 6億何がしというのも、これはもう理事者側が認めないことには、議論が先に

進まないので、あえてお聞きしたわけですけれども、その点については間違いないということ

でございますので、ひとつ、ただいまの質問について御答弁をお願 いしたいと思います。

。議長 (高橋通夫君〉

O助役(赤松行雄君〉

助役。

1 3年前ですか、 タクマに発注 しました機械も連続式の燃焼方
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式の機械でございます。たまたま日野市の中におきまして、当時は連続して徹夜で、現在は24

時間勤務という勤務状態を職員に頼みまして連続して燃やしているわけです。ですから、もと

もとはそういう機械なわけでございますけれども、要するにごみの量等も 13年前は二つの炉で、

昼間だけ交代交代燃やす、あるいは正月、お盆だとか、梅雨どきですか、 2炉稼働ですか、順

繰りじゃな くて、 そ ういうふう なことで、 夜燃やさなく ても間に合 った時代は、連続を断続し

て使っていたわけで、ございます。ですから、機械そのものは連続なんです。

そういうことでございまして、今日もやはりタクマが製造するものは、機械炉の方は連続式

の燃焼方式の火格子の機械ということで、 変わりはないと思います。

それから、ロータリー機械炉、あるいは RCの回転炉とも呼んでいるわけでございます。そ

れで、 機種選定委員会は機械炉の火格子のストーカ一、こういう決定しておるわけですけれど

も、おっしゃるロ ータリ一機械炉なり、回転炉とい うのも、やは り火格子であり、ス トー カ一、

ストーカ ーというのはかま ということなんですけれども、火格子の要するにスト ーカーなんだ

ということには変わりがないわけなんですけれども、燃やす部分のと ころのス卜 ーカーが、同

じかまでも回転炉にな っていると。こ ういうことで、 機械炉の範鴎であり、火格子の範鴎に入

るんだそうでございます。そうい うことで、 7社の中へ入れたわけでございます。

また、さ っきから言いま したよう に、実績面という一点だけでいろいろと苦慮、した、 こうい

0議長 (高橋通夫君〉

04番(小山良悟君〉

小山良悟君。

タクマの件は、当時の機械が十分な性能を発揮しなかったとい

それから、外された業者については、実績がな~¥から というふうなことですね。 実績がない

からということで、 2カ所ぐらいしかやってないとかというふうな答弁がありましたけれども、

そういうことであるならば、まず 1点指摘したいのは、機種選定委員会で、そこら辺まで調査

が及ばないものかということです。これだけの高額のものを選ぶわけですから、当然、見積も

り を出させるまで~¥かないようにすべきだと思うんです。その辺がまず強 く指摘したいわけで

あります。だから、それだけ、 じゃ、いいかげんな、と言っちゃ担当の方にはおしかりを受け

るかもしれませんけれども、 しかし、 不十分であっ たことは十分言えると思 うんです。その辺

の信頼感が薄いということは、一つ指摘できると思うんです。

それからもう 1点。 もし実績がないということ、たとえば後発であるとか、実績のなさ では

いろいろあると思うんです。あるいは後発であるとか、あるいは新しい機種を開発したとか。

つまり、技術革新によって新しい分野に進出して、今までにない機械炉を開発して、後発とし

てそれを今売り出 しているから、実績がないということも言えるかもしれませんけれども、い

ずれにしまして も、そういうただ単に実績がないから、とい うこと じゃな くて、 新しいもので、

技術革新されて性能の優秀なものもあるかもしれません。

具体的に、たとえば性能とか、価格とか、 ランニング コス 卜とか、ある いは償却です、燃や

す方の焼却じゃなくて、コストの償却です。機械に対する償却、あるいは公害の対策とか、そ

ういった面から見て、これだけ見劣りするんだ、こ の会社のものはと、そうい う具体的な比較

資料と いうか、そういう ものは当然、出されていいと思うんです。

また、われわれにもそのぐらいの資料を提供してもいいんじゃないか。(Iそうだ」と呼ぶ

者あり) これだけの高額のものをやるのに、われわれもそれほど知識がないわけであります。

それで、これがいし1か悪 t¥かを判断をするということも、非常に厳しいんです、正直なとこ言

って。ですから、われわれは、何となくかやの外に置かれたような気持ちにもな っております

し、ともに考えようということであるならば、こういうふうなものについて、これだけ具体的

な事例、比較の表を出して、だからこ この会社は外すんだとか、あるいは候補の中に最初から

入れないとか、そう いうことをすべきだろうと思うんです。そういうふうな対応がなt¥から、

きょう、このように紛糾しているんじゃな t¥かと、私はそこを強く指摘したいわけであります。

その指摘した 2点について、助役の答弁をお求めいたします。

うことでございます。

うことで外した、たということでありますけれども、当時の 13年前の水準というものと、現

在の水準はどうなのか。現在もタクマの機械はもう全く性能は十分に働かない、そうい う機械

しかないんだ、というんであるならば、タクマそのものはもう存在しない、と思うんですけれ

ども、現在のそういう能力的なものまで一一助役、特に助役に聞いてもらいたいんで言ってい

るんですが、助役、こちらをひとつ聞いてください。助役に特に聞いてもらいたし 1から私は言

っているんですけれどね一一現在の能力もタクマのを十分調査されたかどうか。現在の能力で

す。現在の新しい機械といいますか、これから入れようとする機械の中のここの一つです、現

在の性能がどうであるか、ということまで精密な調査をされた上で、タクマを外したかどうか

ということを 1点。 C道義長(高橋通夫君〉 助役。
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0助役(赤松行雄君 〉 いろいろと、機種選定委員会とし 1いますのは、どの会社と~¥う

ものを選んだわけじゃございません。三つのあるタイプのうちから一つの機械炉、あるいは火

格子スト ーカーというものを選んだと。機種の選定でございます。

それで、その段階には、私はかかわっておらないわけでございますけれども、その以後、 7

社に絞る以前の段階で、 1 1社から 7社に絞 ってきておるわけでございます。それで、これに

つきましては、相当慎重に取り扱ったつもりでございます。タクマにつきましては、先ほどお

答えしたような形の中で、目立造船につきましては、 1 3の東京都の炉が各区にございます。

ニュ ータウンにも東京都営の炉が一つあるそうでございますけれども、それを入れまして、 23

区を入れて 13の炉があるそうでございます。その中に日立造船の機械炉が五つあると。タク

マもそれに近いような 4基ほどの機械が東京都におさまっているようでございます。

先ほど言いました同じ時代に、やはりプラン 卜メーカーとしてこの業界に 1歩足を入れたと

いう双壁ではないか、このように技術的には評価しておるわけでございます。

ただ、日野市の中に 13年前に炉が築かれまして、市の方の使い方も断続ということで、 溶

鉱炉を連続して燃やせば非常に効率的に燃や し、故障もないんでしょうけれども、 消したり と

いうようなことがあるわけでして、非常にその点不幸だったということで、 1 1社から 7社に

選定の過程ではそうい う経過も踏んだわけでございますけれども、大体 11社の中から選びま

したのは、主力的なプラントメーカーを選んだわけでございます。

1 1社の中には、ほかのプラントメーカーにトンネノレ的に、受注は取ってもトンネル的に

やる、要するにおもてはプラン卜メーカ ーもございますので、そ ういうトンネノレ的なと ころは

1 1社から排除していきましたし、それから、どちらかというと補修が専門だとか、非常に小

型なプラ ントしかつくらない、そういうところも 11社から 7社に絞る過程では、落と してい

ったわけでございます。

それから、メ ーカーとしては三流だとい うもの等も落としていきまして、 7社にしたわけで

ございます。ある程度熱心にやったつもりであるわけでございます。

そういうことでございます。

0議長(高橋通夫君〉

04番(小山良悟君)

小山良悟君。

私もあんまり歯車がかみ合わないと質問する元気もなくなって

くるわけで、要するに、意見にしておきたいと思いますが、もうこれ以上続けても歯車がかみ
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合いませんけれども、はっきり言って簡単なことなんですよ、これは。なぜこんな事態になっ

てし 1るかと いうことは。

それはなぜかというと、入札までの基準がまずかったということですよね。疑われようなこ

とをしちゃっているということ、なぜかというと、実績がないから外 しましたというなら、 最

初から外せばいいでしょう、ということですよ。 7社に入れて、見積もりを出させてから、し

かもその外した会社が、値段がある程度の、中位から高位の見積もりを出していた、そこが外

れたというんならまだあれでしょうけれど、悪いことに一番安い。高いところと比べて、約10

億の差があるんです。安い見積もりを出 した業者を外 している から、痛い腹を探られているん

だか、痛くない腹を探られているんだかわかりませんけれども、こういう議論になっ てくるわ

けなんです。 ( Iそう だ」 と呼ぶ者あり 〉

やり方がまずいんですよ。 みずから疑惑を招くようなやり方を しているんです。この外した

業者を見積もりをさせたこと 自体が、もう間違っているんですよ。 実績がないというなら、そ

の時点で外すべきでしょう。そ こら辺のいし 1かげ‘んさ というか、 ずさんさを私は強 く指摘した

いわけなんです。そのために、助役だって市長だって本当に痛くない腹を探られているんだろ

うと思うんです。まさか痛い腹を探られているとは思いませんけれどね。

だから、無用な、そういう疑惑を招くようなやり方を一事が万事やっている。高校用地の買

収だってそ うですよ。(I飛躍するな」と呼ぶ者あり〉 いや、飛躍するけれど、そうですよ。

( Iそのとおり 」と呼ぶ者あり 〉 その辺のと ころが、高校用地の買収などできる私が指摘し

たことは、ちっとも反省していなし 1。たかが 1年生議員の言う こと だからと思っているのかど

うかは知りませんけれども、そういうこと じゃ困るんです。全然反省されていないんですよ。

わかるでしょう、助役。なぜこんな事態になるかということは。なるべくしてなっているんで

すよ、こういう事態。

外した業者を、とにかく見積もりを出させて、そして出させてから値段見て、それで外した

なんていうから、 しかもそれが一番安い値段。だれが聞いたって、おかしいじゃなし 1かと、こ

ういうふうに思うでしょう、これは。(Iおかしいよ」と呼ぶ者あり〉 だからこういう事態

になるんです。

きょうのこの議案の賛否を問われると、本当に私はもう、苦労します。できれば休憩をとっ

ていただいて、ちょっと調整していただきたい。私もこの考えを整理したいと思います。
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意見として、とりあえず述べておきます。(r議長、議事進行でお願い します」と呼ぶ者あ

り〉

0議長 (高橋通夫君〉 小山良悟君。

04番 (小山良悟君〉 この問題は、いろいろ市川議員がずっ と質問を続けてまいりま

して、その経過をいろいろ聞いて、考えているわけですけれども、この判断は非常に大事であ

りますので、ちょっと休憩をいただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。その上

で意見調整、態度を表明したいと思いますけれど。(r休憩と った方がいいよ」 と呼ぶ者あり)

議長、休憩と ってく ださ いよ。円満にやりま しょう、円満に。

0議長 (高橋通夫君 〉 ほかに御質疑はありませんか。古谷太郎君。

員会とは全然、違 う、 事前の問題なんですから。その中にはロ ータリ ーのスト ーカーのメーカー

という のはなかったんですか。日本ではロ ータリ ーをつくっているのは、石川島だけなんです

か。

0議長 (高橋通夫君〉 助役。

。助役(赤松行雄君) 1 1社といいますのは、さっきも RCだとか、ロー タリ一回転

炉とかいうお話になっているわけなんですけれども、そのとおりでございます。それも機械炉

であり、火格子スト ーカーである、 という概念の中に入るわけでございます。

ですから、 1 1社というのは、全部機械炉系統のものでございます。それで石川島も入って

いると。

06番(古 谷 太郎君〉 まず第 1点にお聞き したいのは、いま小山良悟君が言われま し それで、おっしゃるとおり、その中では回転炉というか、キノレンというか、これは異色ある

のは、石川島 1社だけです。

0議長 (高橋通夫君〉 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 総務委員長さ んに質問はできないから、お降りになって結構な

んですが・・・・・・。

これは、石川島さんを入れたということが、おかしいことなんですがね。

まず、見積書を出していただくときに、 2月 20日ですか、出していただいたときに、 1 2 

月に 7つの業者の方にある基準を示したと思 うんですよ。たとえば 220トン、 2 4時間に焼

ける炉である、あるいは、自動的に操作でき、人間はいなくても 24時間動くような機械であ

るとか、あるいは公害条項、出てく る排気ガスは このようなものでなければならないと。その

仕様の内容と、今度は入札に使われた仕様の内容は同じなのか、違うのか。

はっきり言うと、こういうこ となんだ。いいですか、幾らと いう計算はできないんだ、日野

の市役所じゃ。だれもできないんですよ。だから、注文するとすれば今言ったように、こう い

う機械をつくるんだと。それを幾らでおまえらつくると、この程度しか言えないんだな。それ

で見積もりを出してみる。だから見積もりを出させたときと、今度は本入札といいますか、何

ていうんですか、われわれの議会へ出してきたときの説明、仕様内容と、 1 2月に出した、見

積書提出において各 7社にお願いした仕様内容は同じなのかどうか。違えば、値段が違っちゃ

いますよ。そうでしょう。同じものを出したのかどうかだ、仕様書は。そこのところ、教えて

たが、石川島はいつから、 5 8年 7月から、石川島もひとつ候補にする、ということになって

いたのか。それとも、いわゆる石川島の製品は他の業者とちょっと違うわけです。ですから、

石川島はいつから業者の中に含まれてきたのか。

。議長(高橋通夫君〉 助役。(r議長」と呼ぶ者あり〉 総務委員長。

O総 務 委 員 長(竹ノ上武 俊君〉 委員長質問の時間でございますので。

その辺は委員会で明細な答弁はしませんでしたが、同じ総務委員でございますので、その辺

配慮しながら御協力いただいたと思います。

0議 長 ( 高 橋通夫君 〉

O助 役 ( 赤 松行雄君〉

助役。

お答えしていきたいと思います。

5 8年 12月 13日でございます。機械炉 11社から 7社に絞 ったという のが、昨年の 12 

月 13日でございます。それで、 7社の中に石川島播磨重工が 7社の中に入っておる、こうい

うことでございます。

0議長 (高橋 通 夫 君 )

06番(古谷 太郎君〉

古谷太郎君。

今、委員長が話があったんですが、私ども総務委員会では石川

島のいの字も見ていな~'0われわれに与えられた議案の中には、石川島なんてどこにも書いて

ないんです。そうでしょう。だから、総務委員会に与えられた審議事項と全く違うから質問し

ている。

それで、 1 1社の中には、今、 1 1社というのも初めて聞きましたんですが、これは総務委 もらいたい。
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0議長 (高橋通夫君〉 清掃部長。

。清掃部長(大貫松雄君 ) まず、 11社から 7社に決めた中で、石川島播磨重工業が

入 っていたと きの、 要するに回転キノレン ということで、 まず私どもの方は、先ほど小山議員さ

んの質問の中にも、清掃部の中でプロジ ェク卜チームをつ くりまして、 機種を決定いたしまし

た。それは、要するに一般の言われる機械炉のスト ーカーと いうことを、プロジェクトとして

は決定をしたわけでございます。

そして、そのプロジ ェク 卜が決定をしたものは、東京都、京都、横浜等政令都市、それから

大都市、一般に大都市といわれているそういうところで使用をしております三段階の、乾燥、

それから燃焼、それから後燃、一般的に後燃といって、後の燃焼をする段階、これが大体三段

階に分かれております。そ うして、れんがで築造を して、つ り天井ということの中で、 一応機

械炉というふうに決定を したわけでございます。

そういう中で入札、それから見積もりの仕様、基本的には向じでございます。

O議長 (高橋通夫君〉 古谷太郎君。

になるだろう。だから、きっと市長の言 う答弁は正しいんであるし、だから最高は 46億ぐら

いで、 最低は 36億ぐらいということが最初の見積もりはそうだったと。しかし、それよりは

安くしようという ことで、予定価格はそれより安かったと。だから 43億ぐらいですか、前後

だろ うと思いますよ。

だから、そういう点で石川島播磨が一番安かった、 1 0億も安いんだ、確かに。そこのとこ

ろが市川議員の非常に疑問に思うわけだな。それで、ロータリーの石川島を、これ、だめだか

ら外すことに気がついたと。気がついたと思うんだよ、僕は。初めからわかっていれば石川島

は入れないんだから。気がついたのはいつだ。これはしまったと思ったのは。

0議長 (高橋通夫君〉

O助役(赤松行雄君〉

助役。

しまった、というふ うな形で気がついたわけではございません。

06番(古谷太郎君 〉 ですから基本的な仕様、はっきり言えば 220卜ン焼くんだと

同じ機械炉のメーカ ーということで、 優秀なメ ーカーでございます。

それから、流動床というふうな方式の焼却炉につきましては、町田で最新の技術ということ

で活躍しているという、二つの燃焼方式を持っている会社でございます。その方の、これはア

メリカのオ コーナ一社とい うところと 49年に技術を日本に委嘱した。要するに石川島に委嘱

したという回転炉の会社でございます。

それで、仕様書 という話が出てきましたので申し上げますと、回転炉というものもやはり火

格子だと、こういう広い概念の中には入るわけでございますけれども、こう、 筒 っぽ に な っ

ておるわけなんですけれども、これに水の入ったパイプがずっと入っているわけで、この周り

が 230度、真ん中が 900度、ここが燃焼の温度でございます。

そうすると、周りがこんなに下がる機械というのはないんです。大体 100度ぐらいしか下

がらないわけなんですけれども。よその方式ですと、 クリンカ といいまして周りにいろんなか

すが、瀬戸物みたいなものがいっぱいつくわけです。っかせないために、いろんな工夫をする

わけなんですc 1 0 0度ぐらい下げているわけです、この耐火れんがの周りは。これは、すご

く下がっちゃっている。 230度、ここに大きな問題がありますんで、どこのメーカーでも多

少炉を仕様なり注文に応じて変える、というようなことがございますので、普通の三段式の炉

に変えてほしい、という申し入れもしたわけなんです。

ということは、町田で流動床というふうな広い技術を持っています、回転炉も持っています、

という会社でございますので、三段階の方式に改めていただけないだろうか、という申し入れ

か、三段階で、ロータリーは三段階というわけにtiかないだろう、そうだろう。そこのところ

で、仕様を 7社へ出すときは、同じ仕様書を出したわけでしょう。そうなれば、だから 1日何

トン焼けて、出てくる排気ガスの純度は この程度まで下げろと。公害を下げろとか、それから

灰の量はどのくらい以下にしろとか、そうでしょう。発電機はどの程度のものをつくるんだと。

それで、総合 して幾らなのかと。こういうふうに注文したんじゃなかろうかと思うんですが、

その注文は、今度は入札のときの仕様説明と同じですか。

0議長(高橋通夫君〉 清掃部長。

0清掃部長(大貫松雄君〉 入札のときの仕様の基本的なものは同じでございます。

O議長 (高橋通夫君〉 古谷太郎君。

06番(古谷太郎君〉 そうすると、全く同じものな ら、コンピュ ーターの精密度だと

か、煙突だとか、みんな同じなわけだね。そういうことになりますね。

そうすると、はっきり言 って、最初の見積もりと、今市長が言 うことも正しいと思うんだ。

第 1回の入札価格とは同じでございますというのは、同じじゃなきゃおかしいんだよ、確かに。

見積書と入札の第 1回とが違っていたんじゃ、 うそ出したことになるから。ね、そういうこと
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を、この仕様書の中では大体みんな三段式ですから、それを行ったわけなんですけれども、結

局、できません、ということ等も経過の中であったわけなんで、経過の中ではいろいろと御相

談しながら、いままでの説明ですと、なにか無慈悲な形で申しわけないと思ったような経過が

あったんですけれども、中ではいろいろ技術的な相談をやってきたんですけれども、そういう

形の中で、それはできないというふうなこ となもんですから、それじゃ回転炉の方は二つしか

実績ないし、それでその実績も縁故で注文 とれるという ふうな形で、本当の競争入札とい う洗

礼まだ受けてないということじゃ、技術的にいろんな優秀な面があるようなんだけれども、世

間で証明されたものでないと、われわれそんな技術的に何もないわけですから、職員は大勢い

ますけれども。そういう評価で、社会的な評価を得たものが欲しかったものですから、それじ

ゃやむを得ませんですね、三段式の炉にということもいろいろお願いしたわけなんですけれど

も、当然なんで しょう、一つの自負があると思うんですけれども、それはできないんですよと。

そういうことの中で、それじゃやむを得ないですねとい うことになったわけでございます。

うの論議を聞いて、市川議員が怒っているのがよくわかる。

それから、第 2点で聞きたいんですが、今度は運搬だ。さっき滝瀬君が言ヲていましたけれ

ど、どっちへ運ぶのo 浅川の方の今のノレートを運ぶの、ごみは。あるいは多摩川の方のルート

を運ぶの。というのは、工場が多摩川側になるだろう、今度。ここはどういう計画になってい

るか。

0議長 (高橋通夫君〉 清掃部長。

。清掃部長 (大貫松雄君) 搬入車両については、今の計量の機械ですか、あれを利用

いたします。そ して、 新しい炉の方に向かうということで、日野高校の前ですか、浅川寄りで

すか、それを運行ノレートとしては( i今までのルート」と呼ぶ者あり〉 はL、。考えておりま

す。( i了解」と呼ぶ者あり〉

。議長 (高橋通夫君〉 滝瀬敏朗君。

0 29番(滝瀬敏朗君〉 1点だけ。耐用年数があろうかと思うんですが、耐用年数は

0議長(高橋通夫君〉

06番(古谷太郎君)

古谷太郎君。

そういう説明をされるとよくわかるんです。しかし、非常に不

何年に見ているんですか。

0議長 (高橋通夫君〉 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君〉 総務委員会の中で、 15年ということで行うとしづ親切だな。最初、ロータリ ーで黙って見積ひりとっておいて、とった後で三段式に落とせるよ

うな形の、いわゆる目立や荏原の方式と同じような方式にっくり変えられないか、こういうふ

うにしてお願いしたわけだと思うんで。

また、その 36億というのは、ロータリーとしての値段なんであって、三段式に計算して幾

らになるか、こいつもわからないわけですよ。

私は、 この入札は何の疑問も抱いていなかったんだ。櫓山がやる ことに間違いはない、とこ

う思っていたから。(笑声) ( iそうだ」と呼ぶ者あり〉 まあ、多少だれかが何と言っても、

槍山君という人は、この市役所の職員の中じゃ一番固いと、そう思っていたから何とも思って

いなかったんだけれどね。どうも、あなた方のやり方がいt¥かげんなことをやっちゃうから、

こっちは丸っきり素人だから、そうでしょう、 36億 7，000万というのは、ロータリ一式なん

ですよ。目立のとったのは、ロータリーじゃないんだ、三段式に落としていくやっだ。

だから、石川島がその三段式に切りかえてつくれば、また 45億円ぐらい出すかもしれない。

いいですね。だから今後、そういう、なにか実にあいまいな妙なやり方というのはすっきりし

なt¥から、気をつけてもらいたいと思うんです。まあ、これはあれですけれども、本当にきょ

ことでございました。

0議長 (高橋通夫君〉 ほかに御質疑はありませんか。滝瀬敏朗君。

0 2 9番(滝瀬敏朗君) 1 5年でわかるんですけれど、これは、いわゆる一切の責任

といいますか、途中で壊れた場合、あるいは破損した場合、いろいろあろうかと思うんですけ

れども、 1 5年間というのは、これはつくった会社が責任を持って直したりするわけですか。

O議長 (高橋通夫君〉 総務委員長。

0総務委員長(竹ノ上武俊君〉 理事者の方からひとつ御答弁いただきたいと思いま

す。( i保障期間だよ」と呼ぶ者あり)

。議長(高橋通夫君〉 市長。

0市長 (森田喜美男君〉 責任は、こう t¥う高価な資材でもありますし、また、附帯施

設、装備も相当重いものでありますから、したがいまして、十分責任をとってもらう体制の中

で契約を果たしておきたい、このように考えております。

C穣長 (高橋通夫君〉 滝瀬敏朗君。
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029番(滝瀬敏朗君) 市長のおっしゃ るとおりだと思うんですけれども、それはも まず、 1点目でございますけれども、今回のごみ焼却炉の入札に当たって、数々の長い時間

をかけて質問を してまいったわけでございますけれども、その中に、いわゆる指摘いたしまし

た価格、あるいはトン当たりの焼却費等の件について、不明朗な、あるいは不明な点について、

詳細説明、あるいは資料要求を行 ったわけでございますけれども、残念ながらそれらの不明な

点を何ら明朗にできるような答弁、あるいは資料要求等を明示、あるいは提示する ことができ

う何年ということが決まっていると思うんですけれどねo

O議長 (高橋通夫君〉 清掃部長。

0清掃部長 (大貫松雄君〉 保証期間ですね。( rそうそう」と呼ぶ者あり) これは、

どこのメ ーカーも大体 2カ年ということでございます。( r了解」と呼ぶ者あり 〉

0議長(高橋通夫君〉 ほかに御質疑はありませんか。なければこれを もって質疑を終

結いたします口

委員長報告について御意見があれは、承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

( rさっきの議事進行はど うした」 と呼ぶ者あり ) 小山良悟君。

04番(小山良悟君〉 採決の前に休憩をいただきたいということを先ほどもお願いし

たんですが、改めてお願いしたいと思います。( I議事進行」と呼ぶ者あり〉

0議長(高橋通夫君〉 奥住芳雄君。

02 7番(奥住芳雄君〉 今、小山議員もおっしゃられたとおり、わが新政会とし、た

しましても、市川議員の質問、その他多くの皆さんの質問に対して、まだt¥ろいろとわからな

いところもございます。そうい う中で、ここで意見の前に休憩をしていただきたい、かように

思います。よろしくお願いします。

なかったわけでございます。

。議長 (高橋通夫君) お諮り いたします。議事の都合により暫時休憩いた したいと思

したがいまして、われわれ議員は、先般も申 し上げましたように、このような日野市の歴史

上かつてない高額な入札にもかかわらず、賛成をでき ないという立場で、残念でございますけ

れども、このような入札には必ずわれわれ議員の指摘 した資料、あるいは質問に対して明快な

答弁を今後求めるものでございます。

厚生省の構造指針に認定された会社が、 ヒアリング等を行 って、 見積もり価格を提示してお

きながら、入札の直前にな って、 その資格を失わせるよ うな、そういった価格が安いがために、

入札から除名されるよ うな、そういった明らかに疑お うと思えば疑わざるを得ないような、今

回とられた手段に対 して、 私ども議会人として、あ るいは新政会と して、 厳重な注意を指摘 し、

本原案を反対の立場から、意見を申し添えた次第であります。

。議長 (高橋通夫君 ) ほかに御意見はありませんか。古谷太郎君。

06番 f古谷太郎君〉 賛成の立場から意見を申 し上げておきます。

ただいま一番われわれ遺憾に思いましたのは、市川議員が資料を公開せよ、という要求をさ

れました。これは当然、するのが当たり前であります。特に共産党等は、情報公開を非常に外

では口高く唱えておる。ところが、この中に来ると、丸っきり赤の他人のような顔を して、そ

んなこと言った覚えがございませんかのごとき状況を繰り返している。これが赤い人たちの特

色であります。これはもう( rとんでもないっ くりごとだ」と呼ぶ者あり) いわゆる宮本君

一派の行動とみなさざるを得ないのであります。

しかし、そういうふうな中で、私どもは、やはり正々堂々と情報は公開すべきである。それ

で、こう いうふうな場合において、公開する方法がある。ということは、この見積書を出した

7社の了解を得ればいいわけです。金額だけは公開させてくれな t¥かと。この努力を全くしな

い、理事者側は。これは電話でできることです。それで、 どうしても了解しないというならば、

その理由をお聞きすりゃ いいんです。金額は、 もう入札が終わった段階ですから、必ずいいと

いますが、 これに御異議ありませんか。

C r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長 (高橋通夫君〉 御意議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前零時 57分休憩

午前 1時 58分再開

。議長 (高橋通夫君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

先ほど意見を終結しましたが、質疑中、小山良悟君より議事進行の発言がありましたので、

意見の終結を取り消 して、再度意見を求めます。市川資信君。

01 9番(市川資信君) 小山議員の意見を求めると t¥うことで、小山議員じゃないん

ですか、いいですか。( r t ¥や、違います」と呼ぶ者あり〉

一言、本議案の採決に当た って、反対の立場から意見を申 し述べておきます。

円
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言います。企業秘密じゃないんですから、そんな こと は。

しかも、市川議員さんが、数時間にわた って要求しているにもかかわらず、頑強にそういう

ふうな手を打たないで拒否している。遺憾に絶えません。ですから審議が進まなくなる。

こういう ことは、私はそういう意味で、ここで希望 しておきますが、 7社の了解を得て、 近

く開かれる本会議において、 得た段階において、 金額だけは公表 してもらいたい。拒否されれ

ば別です。 不明朗が残るんです。

それから、第 2点としては、三段階式の火格子のス卜 ーカーをやるということでありますか

ら、本来、石川島さんにそうい う注文で見積もりを出して くれと、 最初の段階でやるべきだっ

たんです。それを、出させておいてから、実は違って、三段階式の火格子式に、いわゆる他の

業者と同じよ うな方式にしてくれませんか、そう したらど うですか、やりますかと いうことに

なれば、ちょ っとでき ないわけですから、これはおた くの方の手落ちだと思 うんです。初めっ

から入れなきゃよかったんです。石川島はね。

しかし、石川島だけの問題じゃなくて、他の 6社においても、見積もり段階で出した金額は、

これは幾らだったか。市長はよく御存じだから、第 1回の入札程度でございます、この、程度

とか、らしいというのは、一番困るんです。私どもは素人ですから。 程度といっても、どうい

うふうなことかな、 どの辺の程度でおっしゃ っているのかわからな t'0 

だから、 これはぜひひとつ、情報公開というより、われわれも当然、会社が拒否しない限り、

出してもらいたい。これが第 1点の意見です。

第 2点と しては、先ほど総務委員長がちょっと言ったんですが、この入札についてです。一

番大事な こと は、 この火力発電所をつくる際の監督者がいなし1。監督者が市役所のどこにもい

なt，。委員会でも私は言ったんですけれど。それで注文をした。やはり監督者がいないで注文

するということは、非常な冒険である。

もう一つは、このストーカ 一、 最新式のスト ーカーの製造の際の監督できる機械技術者がい

ない。 電気の技術者がいな t'。機械の技術者がいなし 1。それで契約を結んで建設に入るという、

これも大変な手落ちであります。本来ならば、この監督できる機械技術者、及び火力発電所を

建設し、それを十分監督できる電気の技術者、こ の二人の方を養成した段階で入札に、きょう

の段階では、もうその二人がいなきゃいけない。だからこれはもう早急に、先ほども助役が手

当てしますと言いましたが、その手当てが、いつどうするのかとい うことを、具体的なことは
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もちろんきょうの段階でできなかったと思いますけれど、至急やってもらいたい。

それから、第 3点の希望としては、地元との理解、あるいはまた、地元へのいろんな恩返し、

こういう点については、十分配慮したいと市長は言っておられた。本来ならば、建設の契約の

前に地元の方々に、こ のよ うにいたします、ということをはっきりとお約束するなり、実行す

ると。してなきゃ、おかしいんです。だけれど、 新井、石田の人は、ま ことに人がいいんで、

まあ、これからでもやっ てくださ ると期待している わけです。だから、その点について環境整

備とともに、地元、 新井、石田の方々、下回、万願寺の方々についての、こうい ういやなもの

を抱え込むんですから、十分なるお礼の気持ちを具体的にですよ、至急あらわしてもらいたい。

この3点を、 強く意見として申 し上げておきます。以上です。

0議長(高橋通夫君〉 ほかに御意見はありませんか。なければこれを もって意見を終

結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であります。本

件は、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O議長(高橋通夫君〉 挙手多数であります。よって議案第 40号、日野市衛生処理場

ごみ焼却施設建設工事請負契約の締結の件は、原案のとおり可決されました。

本日の日程はすべて終わりました。

これをもって昭和 59年第 2回日野市議会臨時会を閉会いたします。

午前 2時 10分閉会
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地方自治法第 123条第 2項及び日野市議会会議規則第 70条の規定に

より署名する。

日野市議会議長 仁コ

n:司 橋 通 夫

署名議員 古 谷 太 良E

署名議 員 J馬 場 繁 夫
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